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● 電子ブック
● 今号の情報リンク
● 10言語対応
　（Multilingual）

合計 45,987 人 （＋6）
女 22,809 人 （＋14）
男 23,178 人 （－8）
世帯数 19,401 戸 （＋2）

スマホ・PCで詳しい情報をゲット。 南城市の人口 （前月比）
2023年2月末日現在

施政方針とは、市長がこの1年間、
どのような考えや方針でまちづく
りを行っていくかを、市議会や市
民の皆さまにお伝えするものです。
令和5年度の南城市。 どのような1
年になるのでしょうか。→ p.2～9
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市議会3月定例会において、古謝景春市長は「令和５年度 南城市施政方針」を表明しました。市議会3月定例会において、古謝景春市長は「令和５年度 南城市施政方針」を表明しました。

令和５年度 南城市令和５年度 南城市

　はじめに

令和５年３月議会定例会の開会にあたり、市政運
営にあたっての私の所信の一端を申し述べ、市民の
皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りたいと
存じます。
　私は、令和４年２月、多くの市民に支えられ、あら
ためて市政を担うこととなり、期待の大きさ、責任の
重さを実感し、就任から１年、さまざまな課題の解決
に向け全力で取り組んでまいりました。
　新型コロナウイルス感染症は、社会のシステムや
人々の生活に大きな影響を及ぼしましたが、我が国に
おいてもコロナに関する知見の蓄積が進み、ウィズコ
ロナ、アフターコロナに向け取り組みが始まりました。
　社会・経済活動の維持を図り、ウィズコロナ、アフ
ターコロナに向け、デジタル技術の活用は、私たちの
暮らし、経済活動の維持に必要不可欠で、これまで以
上にその重要性が増してきております。
　さらに、ロシアによるウクライナ侵攻によって引き
起こされたエネルギー・食料品等の価格高騰により、

市民生活や事業者等の経営環境は厳しさを増すばかり
であります。
　私は、市民生活、事業者等の負担軽減を図るため、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を
活用し、配合飼料購入経費にかかる価格高騰への支援、
施設園芸農家等への資材高騰への支援、市内の店舗で
利用できる商品券を市民へ配布するなど、さまざまな
対策に取り組んでまいりました。
　引き続き、国の動向に注視し、きめ細やかな事業展
開に努めてまいります。
　これまでの取組により、本市の人口は、着実に伸び、
４万６千人に届く勢いでございます。
　しかしながら、知念地域においては、依然として人
口減少と高齢化が著しいことから、令和４年４月に一
部過疎地域の指定を受け、「過疎地域持続的発展市町
村計画」を策定いたしました。
　今年度より、同計画に基づき、過疎地域の持続的な
発展に向けた施策について、取り組んでまいります。
　市内の均衡ある発展は、若者が定住しやすい生活環
境の改善にあり、南部東道路の早期整備による利便性
の向上が必要不可欠であります。国、県、関係機関等

と連携し、早期全線開通に向け取り組んでまいります。
　私は、このような厳しい時代だからこそ、地域との
つながりを大切にし、子どもたちや若者が希望に満ち、
誰もが等しく安心と生きがいを持ち、いつまでも住み
続けたいと思えるまちづくりを目指していくことが重
要であると考えております。
　令和５年度は、第２次南城市総合計画後期基本計画
の初年度となっており、市を取り巻く社会環境の変化、
時代の潮流等を踏まえ策定しております。
　本計画に基づき、「人と自然が調和した田園文化都
市」づくりを理念として、「日本一元気で魅力ある南城
市」のまちづくり実現に向け全力で取り組んでまいり
ます。

　１．市政運営の基本姿勢

　市政運営の基本姿勢については、先ほど申し上げた
基本理念のもと、「誇りと希望」、「安らぎと生きがい」、
「賑わいと活力」に満ちた市民主役のまちづくりを実現
するため、公約に掲げた９つの基本政策であります、

（１）コロナ対策を徹底し、
市民が健康で活力あるまちづくり

（２）人と自然と先端技術が調和した
活力あるまちづくり

（３）子どもが夢と希望を持ち、
可能性を引き出せる教育環境のまちづくり

（４）高齢者や障がい者の方が
生きがいと安らぎの持てる福祉のまちづくり

（５）先端産業集積による
デジタル田園都市のまちづくり

（６）農業・漁業・畜産業・ものづくり産業等を
支援し、若者に夢と希望が広がるまちづくり

（７）歴史と伝統文化を継承し、
世界に誇れる平和なまちづくり

（８）災害に強い安全安心なまちづくり
（９）広域連携による南部広域のまちづくり

　に加え、総合計画に掲げる５つの基本方針に基づき
総合的なまちづくりを推進してまいります。
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ひとが育つ

ひとが活きる

くらしの
質が高まる

地域が元気になる

まちが整う

南城市総合計画 5つの基本方針
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んでまいります。
　令和４年５月より南城市つきしろインターチェンジ
南土地区画整理組合による土地区画整理事業が工事着
手しております。大型商業施設の誘致など、引き続き、
組合と連携を図りながら都市拠点の形成に向け取り組
んでまいります。
　市役所周辺の先導的都市拠点は、立地を生かし賑わ
いのあるエリアとしていくため、公共だけでなく、
PPP ／ PFIなどの公民連携等の活用を視野に入れ、魅
力的な都市づくりに向け取り組んでまいります。
　斎場御嶽周辺については、多くの観光客が訪れてお
り、市内国道沿いの樹木伐採を強化し、魅力的な観光
地としての景観形成に取り組んでまいります。
　令和５年４月よりＮバスの一部ルートやダイヤの見
直しを行い、利便性の向上や市外線バスとの接続の充
実を図ってまいります。
　「Ｎバス」及び「おでかけなんじぃ」の運行を継続し、
市民、観光客の移動手段を確保してまいります。
　また、６５歳以上及び障がい者の市民に対するＮバ
ス乗車運賃の無償化を実施いたします。
本市には、多くの公共施設が更新時期を迎えており、
大きな費用負担が想定されております。財源の確保や
民間活力等、さまざまな手法を検討し、公共施設や機
能の最適化を図ることは、喫緊の課題となっております。
　特に老朽化の進む施設については、地域に残すべき
機能、統合すべき機能を整理し、施設再編を進めてま
いります。
　大里北小学校跡地利用については、跡地の活用を通
して地域が元気になれるよう、事業を推進してまいり
ます。
民間事業者の持つノウハウを活用するとともに、指
定管理者の適正な運営等を管理し、施設の利用促進や
さまざまなスポーツ教室を実施するなど社会体育施設
等１４施設については、指定管理を継続してまいります。
流域関連公共下水道区域の大里処理分区について、
流域下水道幹線として県に対し整備を要請し、大里地
区公共下水道の早期整備に向け取り組んでまいります。
　また、集落排水汚水処理場の機械設備等の更新を行
い、維持管理費の軽減に努め、下水道未接続世帯への
接続を促進し健全な運営体制を目指してまいります。
　上水道については、今後も市民への良質な水の安定
供給を図るため、水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、老朽化が著しい糸数配水池の工事を令和６
年度の竣工を目指し、基盤強化に努めてまいります。
　また、国が推進している自治体ＤＸを迅速に対応す
るため、「南城市ＤＸ推進計画」を策定し、令和５年度
より本格的にデジタル技術を活用した事業を展開して
まいります。
自治体ＤＸについては、ＬＩＮＥを活用したオンライ
ン申請の充実、マイナンバーカードの利活用と普及促
進に取り組み、行政事務の効率化を図ってまいります。
　デジタル田園都市構想については、地域におけるさ
まざまな課題についてデジタル技術を活用し、市民の
利便性の向上、過疎対策、若者の定住促進、観光振興、
各産業の活性化など、地域の魅力向上や都市部との格
差解消に向けて取り組んでまいります。

　以上が、令和５年度の主要施策の説明となります。
ここで申し述べた施策以外の事業についてもさまざま
な制度や事業を活用して、「日本一元気で魅力あるま
ちづくり」の実現に向け全力で取り組んでまいります。

　３．令和５年度行財政改革について

　市の財政状況については、依然として厳しい状況が
続くことが予想されます。
　今後も社会情勢の変化や多様化・高度化する市民
ニーズによる行政需要の増加が見込まれ、さらなる行
財政改革が求められます。
　行政改革の指針となる「第４次南城市行政改革大綱」
に基づき、情報技術の積極的な活用などさまざまな施
策を実施し、歳入の確保と行政運営の効率化を図り、
将来を見据えた堅実で持続可能な行財政運営に向け取
り組んでまいります。
　市民の利便性の向上に加え、電子決裁の導入をはじ
めとする内部事務の省力化を図り、業務の効率性・生
産性を高め、これからの時代にふさわしい行政サービ
スのあり方、また、市が直面する重要課題や今後の施
策への取り組みを加速化させるため、時代に即した柔
軟に対応できる総合的かつ横断的な組織体制の構築を
検討してまいります。

　４．令和５年度当初予算について

　以上、申し上げました政策、施策を実行するため令
和５年度当初予算は、

　　　一般会計　２７，１３２，５９７千円
　　　特別会計　　６，３１５，９５１千円
　　　企業会計　　４，６５７，６０１千円
　　　総　　計　３８，１０６，１４９千円

の規模となっております。
　歳入では、個人所得や住宅建築の増加により市税は
増加を見込んでいるものの、歳入総額における自主財
源の割合は依然として低く、地方交付税等に大きく依
存した財政構造となっております。
　歳出では、社会保障費等の義務的経費の増加のほか、
馬天小学校校舎改築や道路橋梁の整備などで普通建設
費も増加しております。
　令和５年度の主な新規事業として、電子黒板等学校
ICT機器機能強化及び整備事業、公立大里こども園の
開園、玉城中学校エレベーター設置事業、大里南小学
校校舎増築事業、老朽化した公共施設の解体などを予
算計上しております。
　予算編成においては、今後、予想される普通建設事
業費の増加により厳しい行財政運営が見込まれること
から、必要な事業を厳選しつつ、事務事業の取捨選択
に取り組み市民が将来に明るい展望が持てるような施
策の展開を図ることを基本に予算を編成しました。

　むすびに

　冒頭でも申し上げましたとおり、私は、人と人との
繋がりを大切にし、すべての市民の幸せと繁栄を願い、
常に感謝の気持ちで、公平・公正な立場から市民を支
えていく決意であります。
　令和５年度は、第２次総合計画の後期基本計画の初
年度となります。
　市政運営の９つの基本政策を柱とし、南城市総合計
画に掲げる５つの基本方針に基づき、総合的なまちづ
くりを推進してまいります。
　各施策の取り組みについては、市民や議員の皆さま
からのご意見を拝聴するとともに、丁寧な説明及び積
極的な情報発信に努めてまいります。
　以上、市政運営に臨む基本姿勢と、所信の一端を申
し述べましたが、市民の皆さま並びに議員の皆さまの
ご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げ、令和５年
度の施政方針といたします。

　令和５年３月２日
南城市長　古謝　景春

実施してまいります。
　地域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、
一人ひとりの支援ニーズに対応できるよう、「相談支
援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体
的に実施する体制等の仕組みづくりに取り組んでまい
ります。
　国民健康保険事業特別会計については、毎年赤字が
発生し、非常に厳しい財政運営を強いられており、こ
れを補填するために一般会計からの法定外繰入を実施
しております。健全な財政運営を図り、国民健康保険
事業を持続的に運営するため、国民健康保険税率の改
正を検討してまいります。あわせて、医療費の伸びの
抑制、適正化のため、生活習慣病の重症化予防に向け
た取り組みについても強化してまいります。
　安心して暮らせる環境づくりのため、各自治会へ防
犯灯の設置工事費の補助を行い、防犯対策に努めてま
いります。
　悲惨な事故を減らすため、地域、各種団体や警察と
連携して交通安全活動を行い、交通安全意識の向上に
努めてまいります。
　また、消費トラブルの未然防止を図るため、消費生
活相談、情報提供と啓発活動に取り組んでまいります。
　令和４年度は、尚巴志王生誕650周年の記念大会
と位置づけ、新型コロナウイルス感染症の影響により
延期していた第19回尚巴志ハーフマラソン大会を3
年ぶりに再開しました。
　今年は、第20回大会と記念イベントを実施し、更
なる地域振興を目指して取り組んでまいります。
　その他に、市民の体力向上や、精神的なストレスの
発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる、
健康の保持促進に資するためのスポーツ大会の開催等
スポーツに親しむ機会づくりを創出してまいります。
　国際交流については、海外移住者の子弟を研修生と
して受け入れ、国際交流思想の高揚に繋げるとともに
沖縄が誇る人的財産である海外のウチナーンチュとの
絆を深め、ウチナーネットワークの継承を図ってまい
ります。
　歴史民俗資料館の整備については、現在、策定中の
歴史文化発信拠点基本構想に基づき基本計画を策定し
てまいります。
　国指定文化財の整備については、各史跡の整備基本
計画に基づき、文化庁補助事業を活用して、城壁等整

備や保全に取り組んでまいります。
　また、地域に根差した歴史遺産や伝統芸能等のデジ
タル化による保存を進めるとともに、小中学校や自治
会での地域学習や定期的な情報発信による観光誘客に
繋げてまいります。
　本市の文化芸術振興拠点であるシュガーホールで
は、音楽専用ホールの特徴を活かし、市民に広く親し
まれる文化事業を開催するとともに、貸館としての利
活用を推進してまいります。
　また、二酸化炭素排出量の削減を図るため、施設の
照明機器を省エネ型の機器への切り替えを進め施設の
機能強化に努めてまいります。
　災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障が
い者などの避難行動要支援者に対し、迅速な支援が行
えるよう避難支援等関係者との連携のもと避難行動要
支援者名簿の提供に関する協定の締結及び個別避難計
画を作成し、避難行動要支援者の支援体制の構築に取
り組んでまいります。
　気候変動等により甚大化する大雨被害や大地震・津
波等による大規模災害等に備え、島尻消防をはじめ、
国や県、県内外の市町村、防災関係機関等と連携した
実践的な防災訓練等を実施してまいります。また、公
共駐車場を拠点とした、広域防災拠点の活用策につい
て検討してまいります。
　三方を海に囲まれ海抜の低い地域に多くの市民が暮
らしており、災害時における高台への避難ルートの確
保も急務となっております。
　南部東道路の早期開通に向けた取り組みと併せて、
南城つきしろインターチェンジから東部地域（低地部）
への延伸について取り組んでまいります。
　佐敷中学校については、築３３年が経過しており、
今後、大規模改修工事が予定されております。敷地が
海に隣接しており海抜が低いため、津波、高潮対策と
して高台移転の検討を進めてまいります。
　停電対策として、令和２年度に市道知念１号線の電
線共同溝が完成しており、現在、電力・通信事業者にて、
架空線の電線・電柱の撤去に向け民有地の引き込み工
事を進めております。
　また、国道３３１号久手堅・津波古地内では、電線
共同溝整備道路の指定を受けており、事業主体の南部
国道事務所と連携し整備に取り組んでまいります。
令和４年度に佐敷海岸海辺まちづくり構想を策定し、

佐敷地域海岸における課題解決に向け、引き続き関係
機関と連携し解決に向けて取り組んでまいります。

　（４） 地域が元気になる

　新型コロナウイル感染症の影響で落ち込んだ観光需
要喚起につなげる取組として、世界水準のウェルネス・
カルチャーリゾートの実現を目指し、体験プログラム
を開発するなど、地域資源と観光を融合させた体験滞
在型「感幸（観光）」の推進に努めてまいります。
　また、本市が舞台となったアニメ「白い砂のアクア
トープ」を観光資源としたアニメツーリズムについて
も推進してまいります。
　南部地域や東海岸地域などの近隣市町村と連携し、
観光客の利便性向上に向け、Ｎバスなどの公共交通を
活用した広域観光に取り組んでまいります。
　プロサッカーキャンプ誘致に向けて、南城市陸上競
技場における天然芝生の適正管理を行い、キャンプ受
入に適した環境整備を行ってまいります。
　公共駐車場を活用した市内事業者や各種団体のイベ
ントの開催を支援するなど、市内事業者や各種団体、
商工会等と連携し、地域経済の活性化に繋がる取組を
検討してまいります。
　南城ブランド確立のため、引き続き、市内事業者や
商工会並びに観光協会と連携を図り、新たな商品開発
を模索し、南城セレクション認定制度やふるさと納税
制度を活用した市産商品のPRや支援に努めてまいり
ます。
　農業の安定経営支援については、農産物の安定生産
及び安定供給に向けて令和４年度に引き続き耐候性ハ
ウスを整備してまいります。
　また、南城市産モズクが拠点産地に認定されたこと
により、広報誌やホームページ等を活用し、消費拡大
に向けた取り組みを行ってまいります。
　畜産業の振興については、品質の良い子牛の安定生
産と生産乳量の増加を図るため、継続して優良繁殖牛、
優良乳用牛の母牛の導入及び保留牛の確保を推進して
まいります。
　また、畜産物の安定生産に向けた支援を行うため、
飼料用さとうきびの圃場を確保し、循環型農業の拡充
に取り組んでまいります。

　水産業の振興については、漁業の健全な発展及び水
産物の安定供給を図るため、奥武漁港、志喜屋漁港、
久高漁港等の機能保全と施設整備の充実に取り組んで
まいります。
　農地の中間管理事業については、沖縄県農地中間管
理機構と連携し、出し手の掘り起しと担い手への集積
を行います。また、各種補助事業等を活用し、耕作放
棄地の解消に取り組んでまいります。
　将来的に持続可能で本格的な農業を目指し、本市の
農業における課題解決を担える人材を育成するため令
和４年度に引き続き「なんじょう市民農業大学」を開講
いたします。
　農業の更なる振興に向け、冠水被害の解消などの農
用地の保全対策として、農業水路等長寿命化・防災減
災事業（佐敷与那嶺原地区、愛地寅野原地区）の実施、
緊急浚渫推進事業債を活用し、雄樋川の防災機能強化
に取り組んでまいります。又、ため池等整備事業にて
知念安間原地区における農地保全対策に取り組んでま
いります。
　農業生産基盤整備については、県営かんがい排水事
業の吉富地区、中山・志堅原地区や一部供用開始した
雄樋川２期地区の整備を引き続き事業主体の沖縄県と
地元との連携を図り、早期供用開始に向けて取り組ん
でまいります。

　（５） まちが整う

　２０年後の未来を見据え、南部東道路の供用開始や
土地区画整理事業等、市の情勢の変化に対応するため
昨年度に引き続き、都市計画マスタープランの見直し
に取り組んでまいります。
　本市の将来のまちづくりの根幹である南部東道路に
ついては、令和３年３月に一部区間が暫定２車線で供
用開始されたものの、未だ全体計画の２７％（２ｋｍ
／７．４ｋｍ）に留まっております。
　現在の進捗状況では、沖縄県が目標とする令和８年
度の全線供用開始は見通せない状況にあります。早期
開通に向けて、国と県に対し整備促進について要請し
てまいります。
　また、南部東道路を軸とした道路網整備を計画的に
進め、利便性の高い交通ネットワ－クの形成に取り組

子育てのお知らせ

　２．令和５年度の主要施策について

　総合計画の基本方針に沿って、概要についてご説明
いたします。

　（１） ひとが育つ

　子どもたちは無限の可能性を秘めています。南城市
の未来を担う子ども達の成長のため、市民と一丸と
なって子ども達の可能性を広げるための環境づくりに
取り組んでまいります。
　令和４年４月に公私連携玉城こども園及び知念こど
も園が開園し、令和５年４月には、公立大里こども園
及び公私連携佐敷こども園が開園します。
　公立および公私連携認定こども園を中心に地域子育
て支援拠点事業の充実を図り、保護者の孤立感、負担
感の軽減に努め、子育て家庭への支援に取り組んでま
いります。
　教育・保育環境の確保及び充実については、各種補
助事業を活用し、保育士の働きやすい環境づくりに努
め、保育士確保と待機児童解消に努めてまいります。
また、一体的な幼児教育・保育を推進するため、幼
児教育センターを核として、市内の教育・保育施設等
に勤める保育士等に、研修や巡回訪問、公開保育等を
通して、教育・保育の質の向上に取り組んでまいります。
　また、保幼こ小（保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校）連携の強化により、教育の連続性・一貫性を
確保しながら子ども達に体系的な教育が行えるよう環
境整備に取り組んでまいります。
　切れ目のない包括的支援の実現に向け、コーディ
ネート機能を備えた相談窓口として、「こども相談課」
を新設し、相談業務の充実を図るとともに、必要な支
援へつなげてまいります。
　また、新たに看護師や心理士を配置し、医療的ケア
児や特別な支援を必要とする乳幼児への適切な教育・
保育を実施してまいります。
　小中学校の授業においては、タブレットと電子黒板
を活用したよりわかりやすい授業で、児童生徒の学習
意欲・理解の向上を図るため、昨年度に引き続きモニ
ター型電子黒板を導入してまいります。
　各小学校においては、コミュニティ・スクールを導

入し、支え合いの希薄化、人口減少、教職員の負担増
などの学校や地域が抱える課題を、地域と連携・協働
して市全体で未来を担う子どもたちを支えるネット
ワークを形成し、地域の力を活かした学校運営に取り
組んでまいりました。
　令和５年度からは各中学校へコミュニティ・スクー
ルを導入し、地域の未来を担う人材育成のため、当事
者意識をもって子供の健やかな成長を支えていく地
域・社会総がかりによる地域とともにある学校づくり
の実現に向け取り組んでまいります。
　知念地域においては、過疎化や少子高齢化など社会
の変化による地域課題や学校課題に取り組むため、予
てより小中一貫教育の導入を検討してまいりました。
　令和５年度より、小中連携の強化や地域と学校が協
働し、地域の将来を担う子供の育成を図るためのモデ
ルづくりに取り組んでまいります。
児童生徒が生まれ育った環境に左右されることなく、
安心して学校に通うことができるよう、各地区にスクー
ルソーシャルワーカーを配置するとともに、学校内外
の関係機関と連携・調整を図りながら、児童生徒が抱
えるさまざまな問題解決に取り組んでまいります。
　また、市内小中学校においてスクリーニングを導入
し、支援対象児童・生徒の実態把握に努め、早期対応
を行ってまいります。
　市の発展に貢献する人材を輩出することを目的に、
意欲ある学生が経済的理由により、高等教育機関への
進学を断念することなく、将来へ希望が持てるよう、
新たに給付型奨学金及び市育英事業に貸費型入学準備
金を創設し、学習する環境を支援してまいります。
　不登校児童生徒の社会的自立や不登校未然防止のた
め、各種施策を展開し、学校現場の支援体制強化を図
ることを目的に、不登校児童生徒支援体制強化事業を
昨年度に引き続き実施してまいります。
　更に、校務支援システムの機能強化、不登校支援員、
校内自立支援教室の追加設置、ハート教室の機能強化
を行ってまいります。
　放課後の子どもの居場所については、放課後児童ク
ラブ等に加え、学校やムラヤー等を活用し多様な居場
所づくりに努めてまいります。
　コロナ禍で中断していた、中高生を対象とした外国
語や異文化を体験学習する機会を再開し、語学力と心
の豊かさを養うとともに、国際性豊かな人材を育成す

るための海外短期留学やＥＳＬキャンプを実施してま
いります。
　馬天小学校の整備については、令和４年度に引き続
き、新校舎やスタンドの整備を進めてまいります。
　また、環境に配慮した学校づくりのため、引き続き、
市内小中学校照明のＬＥＤ化、知念中学校の屋外環境
整備、玉城中学校の昇降機設置、市内小中学校トイレ
を誰もが利用しやいよう改修し、快適な教育環境の整
備に努めてまいります。

　（２） ひとが活きる

　近年、価値観の多様化と少子高齢化の進行などによ
り人とのつながりが希薄化し、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、南城市の魅力のひとつでもある地
域コミュニティ力が低下しつつあります。
　地域活動を再開することが困難な地域も生じてきて
おりますが、地域住民の融和と伝統文化の継承は、本
市が進める共助のまちづくりの基盤であり、地域力を
高めるため、ムラヤ―活性化事業支援臨時助成金を交
付し、ムラヤ―構想の実現を目指してまいります。
　地域コミュニティの活性化や若い世代の定住促進を
図るため、新婚世帯の住居費や引越しなど費用の一部
を経済的支援する「結婚新生活支援事業」を引き続き実
施してまいります。
　若者世代の定住促進、自治会の担い手不足を解消す
るため、三世代同近居支援補助金を見直し、子育てし
やすい環境づくり、高齢者の孤立防止・人口減少対策
に努めてまいります。
　また、一部過疎地域に指定された知念地域について
は、若者世代の移住定住強化支援として、補助額を加
算し交付いたします。
　なんじょう市民活動支援センターを拠点に、共助の
まちづくりを推進するため、地域や市民活動団体等と
のネットワークの構築、相談業務並びに地域リーダー
の育成等に取り組んでまいります。
　また、シルバー人材センターについては、高齢者の
生きがいづくりにとどまらず、市の発展に大きく貢献
しており、更なる支援強化に向けて、改善点や課題点
等を整理したうえで支援策を検討してまいります。
　さまざまな分野において、女性が活躍できる環境づ

くりや男女共同参画実現のため、第２次南城市男女共
同参画行動計画改定版に基づき、関係機関との連携を
図りながら意識啓発などに取り組んでまいります。
　互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別
に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することがで
きる、誰もが活躍できる社会の実現を目指してまいり
ます。

　（３） くらしの質が高まる

　全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てで
きるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近
で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援
につなぐ伴走型相談支援の充実を図ってまいります。
　また、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育
て世帯等に対し、経済的負担軽減を図る出産・子育て
応援給付金事業を一体的に実施してまいります。
　子ども医療費助成について、令和６年度より対象年
齢を引き上げて、１８歳年度末までの医療費負担支援
に向け取り組んでまいります。
　高齢者の生きがい対策については、ムラヤ―で実施
しているミニデイサービスの活性化を図り、高齢者が
孤立せず健康で活動的に生活できるよう支援してまい
ります。併せて活動を支える地域ボランティアの育成
にも努めてまいります。
　地域包括支援センターについては、市内２か所に設
置した地域型センターと市直営の基幹型センターの連
携を密にし、機能強化を図ってまいります。
　また、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし
い生活が送れるよう地域包括ケアシステムの構築に取
り組んでまいります。
　障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう
関係機関と連携し、相談支援体制及び権利擁護の強化
を図り、地域生活拠点の充実に努めてまいります。
　経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなる恐れのある方に対し、引き続き個々の状
況に応じた、自立相談支援、住居確保給付金、一時生
活支援を行い、自立促進に向け生活のサポートに努め
てまいります。
　生活保護については、引き続き受給者の自立に向け
て医療、介護、就労及び学習などのきめ細かい支援を
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んでまいります。
　令和４年５月より南城市つきしろインターチェンジ
南土地区画整理組合による土地区画整理事業が工事着
手しております。大型商業施設の誘致など、引き続き、
組合と連携を図りながら都市拠点の形成に向け取り組
んでまいります。
　市役所周辺の先導的都市拠点は、立地を生かし賑わ
いのあるエリアとしていくため、公共だけでなく、
PPP ／ PFIなどの公民連携等の活用を視野に入れ、魅
力的な都市づくりに向け取り組んでまいります。
　斎場御嶽周辺については、多くの観光客が訪れてお
り、市内国道沿いの樹木伐採を強化し、魅力的な観光
地としての景観形成に取り組んでまいります。
　令和５年４月よりＮバスの一部ルートやダイヤの見
直しを行い、利便性の向上や市外線バスとの接続の充
実を図ってまいります。
　「Ｎバス」及び「おでかけなんじぃ」の運行を継続し、
市民、観光客の移動手段を確保してまいります。
　また、６５歳以上及び障がい者の市民に対するＮバ
ス乗車運賃の無償化を実施いたします。
本市には、多くの公共施設が更新時期を迎えており、

大きな費用負担が想定されております。財源の確保や
民間活力等、さまざまな手法を検討し、公共施設や機
能の最適化を図ることは、喫緊の課題となっております。
　特に老朽化の進む施設については、地域に残すべき
機能、統合すべき機能を整理し、施設再編を進めてま
いります。
　大里北小学校跡地利用については、跡地の活用を通
して地域が元気になれるよう、事業を推進してまいり
ます。
民間事業者の持つノウハウを活用するとともに、指

定管理者の適正な運営等を管理し、施設の利用促進や
さまざまなスポーツ教室を実施するなど社会体育施設
等１４施設については、指定管理を継続してまいります。
流域関連公共下水道区域の大里処理分区について、

流域下水道幹線として県に対し整備を要請し、大里地
区公共下水道の早期整備に向け取り組んでまいります。
　また、集落排水汚水処理場の機械設備等の更新を行
い、維持管理費の軽減に努め、下水道未接続世帯への
接続を促進し健全な運営体制を目指してまいります。
　上水道については、今後も市民への良質な水の安定
供給を図るため、水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、老朽化が著しい糸数配水池の工事を令和６
年度の竣工を目指し、基盤強化に努めてまいります。
　また、国が推進している自治体ＤＸを迅速に対応す
るため、「南城市ＤＸ推進計画」を策定し、令和５年度
より本格的にデジタル技術を活用した事業を展開して
まいります。
自治体ＤＸについては、ＬＩＮＥを活用したオンライ
ン申請の充実、マイナンバーカードの利活用と普及促
進に取り組み、行政事務の効率化を図ってまいります。
　デジタル田園都市構想については、地域におけるさ
まざまな課題についてデジタル技術を活用し、市民の
利便性の向上、過疎対策、若者の定住促進、観光振興、
各産業の活性化など、地域の魅力向上や都市部との格
差解消に向けて取り組んでまいります。

　以上が、令和５年度の主要施策の説明となります。
ここで申し述べた施策以外の事業についてもさまざま
な制度や事業を活用して、「日本一元気で魅力あるま
ちづくり」の実現に向け全力で取り組んでまいります。

　３．令和５年度行財政改革について

　市の財政状況については、依然として厳しい状況が
続くことが予想されます。
　今後も社会情勢の変化や多様化・高度化する市民
ニーズによる行政需要の増加が見込まれ、さらなる行
財政改革が求められます。
　行政改革の指針となる「第４次南城市行政改革大綱」
に基づき、情報技術の積極的な活用などさまざまな施
策を実施し、歳入の確保と行政運営の効率化を図り、
将来を見据えた堅実で持続可能な行財政運営に向け取
り組んでまいります。
　市民の利便性の向上に加え、電子決裁の導入をはじ
めとする内部事務の省力化を図り、業務の効率性・生
産性を高め、これからの時代にふさわしい行政サービ
スのあり方、また、市が直面する重要課題や今後の施
策への取り組みを加速化させるため、時代に即した柔
軟に対応できる総合的かつ横断的な組織体制の構築を
検討してまいります。

　４．令和５年度当初予算について

　以上、申し上げました政策、施策を実行するため令
和５年度当初予算は、

　　　一般会計　２７，１３２，５９７千円
　　　特別会計　　６，３１５，９５１千円
　　　企業会計　　４，６５７，６０１千円
　　　総　　計　３８，１０６，１４９千円

の規模となっております。
　歳入では、個人所得や住宅建築の増加により市税は
増加を見込んでいるものの、歳入総額における自主財
源の割合は依然として低く、地方交付税等に大きく依
存した財政構造となっております。
　歳出では、社会保障費等の義務的経費の増加のほか、
馬天小学校校舎改築や道路橋梁の整備などで普通建設
費も増加しております。
　令和５年度の主な新規事業として、電子黒板等学校
ICT機器機能強化及び整備事業、公立大里こども園の
開園、玉城中学校エレベーター設置事業、大里南小学
校校舎増築事業、老朽化した公共施設の解体などを予
算計上しております。
　予算編成においては、今後、予想される普通建設事
業費の増加により厳しい行財政運営が見込まれること
から、必要な事業を厳選しつつ、事務事業の取捨選択
に取り組み市民が将来に明るい展望が持てるような施
策の展開を図ることを基本に予算を編成しました。

　むすびに

　冒頭でも申し上げましたとおり、私は、人と人との
繋がりを大切にし、すべての市民の幸せと繁栄を願い、
常に感謝の気持ちで、公平・公正な立場から市民を支
えていく決意であります。
　令和５年度は、第２次総合計画の後期基本計画の初
年度となります。
　市政運営の９つの基本政策を柱とし、南城市総合計
画に掲げる５つの基本方針に基づき、総合的なまちづ
くりを推進してまいります。
　各施策の取り組みについては、市民や議員の皆さま
からのご意見を拝聴するとともに、丁寧な説明及び積
極的な情報発信に努めてまいります。
　以上、市政運営に臨む基本姿勢と、所信の一端を申
し述べましたが、市民の皆さま並びに議員の皆さまの
ご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げ、令和５年
度の施政方針といたします。

　令和５年３月２日
南城市長　古謝　景春

実施してまいります。
　地域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、
一人ひとりの支援ニーズに対応できるよう、「相談支
援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体
的に実施する体制等の仕組みづくりに取り組んでまい
ります。
　国民健康保険事業特別会計については、毎年赤字が
発生し、非常に厳しい財政運営を強いられており、こ
れを補填するために一般会計からの法定外繰入を実施
しております。健全な財政運営を図り、国民健康保険
事業を持続的に運営するため、国民健康保険税率の改
正を検討してまいります。あわせて、医療費の伸びの
抑制、適正化のため、生活習慣病の重症化予防に向け
た取り組みについても強化してまいります。
　安心して暮らせる環境づくりのため、各自治会へ防
犯灯の設置工事費の補助を行い、防犯対策に努めてま
いります。
　悲惨な事故を減らすため、地域、各種団体や警察と
連携して交通安全活動を行い、交通安全意識の向上に
努めてまいります。
　また、消費トラブルの未然防止を図るため、消費生
活相談、情報提供と啓発活動に取り組んでまいります。
　令和４年度は、尚巴志王生誕650周年の記念大会
と位置づけ、新型コロナウイルス感染症の影響により
延期していた第19回尚巴志ハーフマラソン大会を3
年ぶりに再開しました。
　今年は、第20回大会と記念イベントを実施し、更
なる地域振興を目指して取り組んでまいります。
　その他に、市民の体力向上や、精神的なストレスの
発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる、
健康の保持促進に資するためのスポーツ大会の開催等
スポーツに親しむ機会づくりを創出してまいります。
　国際交流については、海外移住者の子弟を研修生と
して受け入れ、国際交流思想の高揚に繋げるとともに
沖縄が誇る人的財産である海外のウチナーンチュとの
絆を深め、ウチナーネットワークの継承を図ってまい
ります。
　歴史民俗資料館の整備については、現在、策定中の
歴史文化発信拠点基本構想に基づき基本計画を策定し
てまいります。
　国指定文化財の整備については、各史跡の整備基本
計画に基づき、文化庁補助事業を活用して、城壁等整

備や保全に取り組んでまいります。
　また、地域に根差した歴史遺産や伝統芸能等のデジ
タル化による保存を進めるとともに、小中学校や自治
会での地域学習や定期的な情報発信による観光誘客に
繋げてまいります。
　本市の文化芸術振興拠点であるシュガーホールで
は、音楽専用ホールの特徴を活かし、市民に広く親し
まれる文化事業を開催するとともに、貸館としての利
活用を推進してまいります。
　また、二酸化炭素排出量の削減を図るため、施設の
照明機器を省エネ型の機器への切り替えを進め施設の
機能強化に努めてまいります。
　災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障が
い者などの避難行動要支援者に対し、迅速な支援が行
えるよう避難支援等関係者との連携のもと避難行動要
支援者名簿の提供に関する協定の締結及び個別避難計
画を作成し、避難行動要支援者の支援体制の構築に取
り組んでまいります。
　気候変動等により甚大化する大雨被害や大地震・津
波等による大規模災害等に備え、島尻消防をはじめ、
国や県、県内外の市町村、防災関係機関等と連携した
実践的な防災訓練等を実施してまいります。また、公
共駐車場を拠点とした、広域防災拠点の活用策につい
て検討してまいります。
　三方を海に囲まれ海抜の低い地域に多くの市民が暮
らしており、災害時における高台への避難ルートの確
保も急務となっております。
　南部東道路の早期開通に向けた取り組みと併せて、
南城つきしろインターチェンジから東部地域（低地部）
への延伸について取り組んでまいります。
　佐敷中学校については、築３３年が経過しており、
今後、大規模改修工事が予定されております。敷地が
海に隣接しており海抜が低いため、津波、高潮対策と
して高台移転の検討を進めてまいります。
　停電対策として、令和２年度に市道知念１号線の電
線共同溝が完成しており、現在、電力・通信事業者にて、
架空線の電線・電柱の撤去に向け民有地の引き込み工
事を進めております。
　また、国道３３１号久手堅・津波古地内では、電線
共同溝整備道路の指定を受けており、事業主体の南部
国道事務所と連携し整備に取り組んでまいります。
令和４年度に佐敷海岸海辺まちづくり構想を策定し、

佐敷地域海岸における課題解決に向け、引き続き関係
機関と連携し解決に向けて取り組んでまいります。

　（４） 地域が元気になる

　新型コロナウイル感染症の影響で落ち込んだ観光需
要喚起につなげる取組として、世界水準のウェルネス・
カルチャーリゾートの実現を目指し、体験プログラム
を開発するなど、地域資源と観光を融合させた体験滞
在型「感幸（観光）」の推進に努めてまいります。
　また、本市が舞台となったアニメ「白い砂のアクア
トープ」を観光資源としたアニメツーリズムについて
も推進してまいります。
　南部地域や東海岸地域などの近隣市町村と連携し、
観光客の利便性向上に向け、Ｎバスなどの公共交通を
活用した広域観光に取り組んでまいります。
　プロサッカーキャンプ誘致に向けて、南城市陸上競
技場における天然芝生の適正管理を行い、キャンプ受
入に適した環境整備を行ってまいります。
　公共駐車場を活用した市内事業者や各種団体のイベ
ントの開催を支援するなど、市内事業者や各種団体、
商工会等と連携し、地域経済の活性化に繋がる取組を
検討してまいります。
　南城ブランド確立のため、引き続き、市内事業者や
商工会並びに観光協会と連携を図り、新たな商品開発
を模索し、南城セレクション認定制度やふるさと納税
制度を活用した市産商品のPRや支援に努めてまいり
ます。
　農業の安定経営支援については、農産物の安定生産
及び安定供給に向けて令和４年度に引き続き耐候性ハ
ウスを整備してまいります。
　また、南城市産モズクが拠点産地に認定されたこと
により、広報誌やホームページ等を活用し、消費拡大
に向けた取り組みを行ってまいります。
　畜産業の振興については、品質の良い子牛の安定生
産と生産乳量の増加を図るため、継続して優良繁殖牛、
優良乳用牛の母牛の導入及び保留牛の確保を推進して
まいります。
　また、畜産物の安定生産に向けた支援を行うため、
飼料用さとうきびの圃場を確保し、循環型農業の拡充
に取り組んでまいります。

　水産業の振興については、漁業の健全な発展及び水
産物の安定供給を図るため、奥武漁港、志喜屋漁港、
久高漁港等の機能保全と施設整備の充実に取り組んで
まいります。
　農地の中間管理事業については、沖縄県農地中間管
理機構と連携し、出し手の掘り起しと担い手への集積
を行います。また、各種補助事業等を活用し、耕作放
棄地の解消に取り組んでまいります。
　将来的に持続可能で本格的な農業を目指し、本市の
農業における課題解決を担える人材を育成するため令
和４年度に引き続き「なんじょう市民農業大学」を開講
いたします。
　農業の更なる振興に向け、冠水被害の解消などの農
用地の保全対策として、農業水路等長寿命化・防災減
災事業（佐敷与那嶺原地区、愛地寅野原地区）の実施、
緊急浚渫推進事業債を活用し、雄樋川の防災機能強化
に取り組んでまいります。又、ため池等整備事業にて
知念安間原地区における農地保全対策に取り組んでま
いります。
　農業生産基盤整備については、県営かんがい排水事
業の吉富地区、中山・志堅原地区や一部供用開始した
雄樋川２期地区の整備を引き続き事業主体の沖縄県と
地元との連携を図り、早期供用開始に向けて取り組ん
でまいります。

　（５） まちが整う

　２０年後の未来を見据え、南部東道路の供用開始や
土地区画整理事業等、市の情勢の変化に対応するため
昨年度に引き続き、都市計画マスタープランの見直し
に取り組んでまいります。
　本市の将来のまちづくりの根幹である南部東道路に
ついては、令和３年３月に一部区間が暫定２車線で供
用開始されたものの、未だ全体計画の２７％（２ｋｍ
／７．４ｋｍ）に留まっております。
　現在の進捗状況では、沖縄県が目標とする令和８年
度の全線供用開始は見通せない状況にあります。早期
開通に向けて、国と県に対し整備促進について要請し
てまいります。
　また、南部東道路を軸とした道路網整備を計画的に
進め、利便性の高い交通ネットワ－クの形成に取り組

　２．令和５年度の主要施策について

　総合計画の基本方針に沿って、概要についてご説明
いたします。

　（１） ひとが育つ

　子どもたちは無限の可能性を秘めています。南城市
の未来を担う子ども達の成長のため、市民と一丸と
なって子ども達の可能性を広げるための環境づくりに
取り組んでまいります。
　令和４年４月に公私連携玉城こども園及び知念こど
も園が開園し、令和５年４月には、公立大里こども園
及び公私連携佐敷こども園が開園します。
　公立および公私連携認定こども園を中心に地域子育
て支援拠点事業の充実を図り、保護者の孤立感、負担
感の軽減に努め、子育て家庭への支援に取り組んでま
いります。
　教育・保育環境の確保及び充実については、各種補
助事業を活用し、保育士の働きやすい環境づくりに努
め、保育士確保と待機児童解消に努めてまいります。
また、一体的な幼児教育・保育を推進するため、幼

児教育センターを核として、市内の教育・保育施設等
に勤める保育士等に、研修や巡回訪問、公開保育等を
通して、教育・保育の質の向上に取り組んでまいります。
　また、保幼こ小（保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校）連携の強化により、教育の連続性・一貫性を
確保しながら子ども達に体系的な教育が行えるよう環
境整備に取り組んでまいります。
　切れ目のない包括的支援の実現に向け、コーディ
ネート機能を備えた相談窓口として、「こども相談課」
を新設し、相談業務の充実を図るとともに、必要な支
援へつなげてまいります。
　また、新たに看護師や心理士を配置し、医療的ケア
児や特別な支援を必要とする乳幼児への適切な教育・
保育を実施してまいります。
　小中学校の授業においては、タブレットと電子黒板
を活用したよりわかりやすい授業で、児童生徒の学習
意欲・理解の向上を図るため、昨年度に引き続きモニ
ター型電子黒板を導入してまいります。
　各小学校においては、コミュニティ・スクールを導

入し、支え合いの希薄化、人口減少、教職員の負担増
などの学校や地域が抱える課題を、地域と連携・協働
して市全体で未来を担う子どもたちを支えるネット
ワークを形成し、地域の力を活かした学校運営に取り
組んでまいりました。
　令和５年度からは各中学校へコミュニティ・スクー
ルを導入し、地域の未来を担う人材育成のため、当事
者意識をもって子供の健やかな成長を支えていく地
域・社会総がかりによる地域とともにある学校づくり
の実現に向け取り組んでまいります。
　知念地域においては、過疎化や少子高齢化など社会
の変化による地域課題や学校課題に取り組むため、予
てより小中一貫教育の導入を検討してまいりました。
　令和５年度より、小中連携の強化や地域と学校が協
働し、地域の将来を担う子供の育成を図るためのモデ
ルづくりに取り組んでまいります。
児童生徒が生まれ育った環境に左右されることなく、
安心して学校に通うことができるよう、各地区にスクー
ルソーシャルワーカーを配置するとともに、学校内外
の関係機関と連携・調整を図りながら、児童生徒が抱
えるさまざまな問題解決に取り組んでまいります。
　また、市内小中学校においてスクリーニングを導入
し、支援対象児童・生徒の実態把握に努め、早期対応
を行ってまいります。
　市の発展に貢献する人材を輩出することを目的に、
意欲ある学生が経済的理由により、高等教育機関への
進学を断念することなく、将来へ希望が持てるよう、
新たに給付型奨学金及び市育英事業に貸費型入学準備
金を創設し、学習する環境を支援してまいります。
　不登校児童生徒の社会的自立や不登校未然防止のた
め、各種施策を展開し、学校現場の支援体制強化を図
ることを目的に、不登校児童生徒支援体制強化事業を
昨年度に引き続き実施してまいります。
　更に、校務支援システムの機能強化、不登校支援員、
校内自立支援教室の追加設置、ハート教室の機能強化
を行ってまいります。
　放課後の子どもの居場所については、放課後児童ク
ラブ等に加え、学校やムラヤー等を活用し多様な居場
所づくりに努めてまいります。
　コロナ禍で中断していた、中高生を対象とした外国
語や異文化を体験学習する機会を再開し、語学力と心
の豊かさを養うとともに、国際性豊かな人材を育成す

るための海外短期留学やＥＳＬキャンプを実施してま
いります。
　馬天小学校の整備については、令和４年度に引き続
き、新校舎やスタンドの整備を進めてまいります。
　また、環境に配慮した学校づくりのため、引き続き、
市内小中学校照明のＬＥＤ化、知念中学校の屋外環境
整備、玉城中学校の昇降機設置、市内小中学校トイレ
を誰もが利用しやいよう改修し、快適な教育環境の整
備に努めてまいります。

　（２） ひとが活きる

　近年、価値観の多様化と少子高齢化の進行などによ
り人とのつながりが希薄化し、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、南城市の魅力のひとつでもある地
域コミュニティ力が低下しつつあります。
　地域活動を再開することが困難な地域も生じてきて
おりますが、地域住民の融和と伝統文化の継承は、本
市が進める共助のまちづくりの基盤であり、地域力を
高めるため、ムラヤ―活性化事業支援臨時助成金を交
付し、ムラヤ―構想の実現を目指してまいります。
　地域コミュニティの活性化や若い世代の定住促進を
図るため、新婚世帯の住居費や引越しなど費用の一部
を経済的支援する「結婚新生活支援事業」を引き続き実
施してまいります。
　若者世代の定住促進、自治会の担い手不足を解消す
るため、三世代同近居支援補助金を見直し、子育てし
やすい環境づくり、高齢者の孤立防止・人口減少対策
に努めてまいります。
　また、一部過疎地域に指定された知念地域について
は、若者世代の移住定住強化支援として、補助額を加
算し交付いたします。
　なんじょう市民活動支援センターを拠点に、共助の
まちづくりを推進するため、地域や市民活動団体等と
のネットワークの構築、相談業務並びに地域リーダー
の育成等に取り組んでまいります。
　また、シルバー人材センターについては、高齢者の
生きがいづくりにとどまらず、市の発展に大きく貢献
しており、更なる支援強化に向けて、改善点や課題点
等を整理したうえで支援策を検討してまいります。
　さまざまな分野において、女性が活躍できる環境づ

くりや男女共同参画実現のため、第２次南城市男女共
同参画行動計画改定版に基づき、関係機関との連携を
図りながら意識啓発などに取り組んでまいります。
　互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別
に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することがで
きる、誰もが活躍できる社会の実現を目指してまいり
ます。

　（３） くらしの質が高まる

　全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てで
きるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近
で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援
につなぐ伴走型相談支援の充実を図ってまいります。
　また、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育
て世帯等に対し、経済的負担軽減を図る出産・子育て
応援給付金事業を一体的に実施してまいります。
　子ども医療費助成について、令和６年度より対象年
齢を引き上げて、１８歳年度末までの医療費負担支援
に向け取り組んでまいります。
　高齢者の生きがい対策については、ムラヤ―で実施
しているミニデイサービスの活性化を図り、高齢者が
孤立せず健康で活動的に生活できるよう支援してまい
ります。併せて活動を支える地域ボランティアの育成
にも努めてまいります。
　地域包括支援センターについては、市内２か所に設
置した地域型センターと市直営の基幹型センターの連
携を密にし、機能強化を図ってまいります。
　また、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし
い生活が送れるよう地域包括ケアシステムの構築に取
り組んでまいります。
　障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう
関係機関と連携し、相談支援体制及び権利擁護の強化
を図り、地域生活拠点の充実に努めてまいります。
　経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなる恐れのある方に対し、引き続き個々の状
況に応じた、自立相談支援、住居確保給付金、一時生
活支援を行い、自立促進に向け生活のサポートに努め
てまいります。
　生活保護については、引き続き受給者の自立に向け
て医療、介護、就労及び学習などのきめ細かい支援を
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んでまいります。
　令和４年５月より南城市つきしろインターチェンジ
南土地区画整理組合による土地区画整理事業が工事着
手しております。大型商業施設の誘致など、引き続き、
組合と連携を図りながら都市拠点の形成に向け取り組
んでまいります。
　市役所周辺の先導的都市拠点は、立地を生かし賑わ
いのあるエリアとしていくため、公共だけでなく、
PPP ／ PFIなどの公民連携等の活用を視野に入れ、魅
力的な都市づくりに向け取り組んでまいります。
　斎場御嶽周辺については、多くの観光客が訪れてお
り、市内国道沿いの樹木伐採を強化し、魅力的な観光
地としての景観形成に取り組んでまいります。
　令和５年４月よりＮバスの一部ルートやダイヤの見
直しを行い、利便性の向上や市外線バスとの接続の充
実を図ってまいります。
　「Ｎバス」及び「おでかけなんじぃ」の運行を継続し、
市民、観光客の移動手段を確保してまいります。
　また、６５歳以上及び障がい者の市民に対するＮバ
ス乗車運賃の無償化を実施いたします。
本市には、多くの公共施設が更新時期を迎えており、
大きな費用負担が想定されております。財源の確保や
民間活力等、さまざまな手法を検討し、公共施設や機
能の最適化を図ることは、喫緊の課題となっております。
　特に老朽化の進む施設については、地域に残すべき
機能、統合すべき機能を整理し、施設再編を進めてま
いります。
　大里北小学校跡地利用については、跡地の活用を通
して地域が元気になれるよう、事業を推進してまいり
ます。
民間事業者の持つノウハウを活用するとともに、指
定管理者の適正な運営等を管理し、施設の利用促進や
さまざまなスポーツ教室を実施するなど社会体育施設
等１４施設については、指定管理を継続してまいります。
流域関連公共下水道区域の大里処理分区について、
流域下水道幹線として県に対し整備を要請し、大里地
区公共下水道の早期整備に向け取り組んでまいります。
　また、集落排水汚水処理場の機械設備等の更新を行
い、維持管理費の軽減に努め、下水道未接続世帯への
接続を促進し健全な運営体制を目指してまいります。
　上水道については、今後も市民への良質な水の安定
供給を図るため、水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、老朽化が著しい糸数配水池の工事を令和６
年度の竣工を目指し、基盤強化に努めてまいります。
　また、国が推進している自治体ＤＸを迅速に対応す
るため、「南城市ＤＸ推進計画」を策定し、令和５年度
より本格的にデジタル技術を活用した事業を展開して
まいります。
自治体ＤＸについては、ＬＩＮＥを活用したオンライ
ン申請の充実、マイナンバーカードの利活用と普及促
進に取り組み、行政事務の効率化を図ってまいります。
　デジタル田園都市構想については、地域におけるさ
まざまな課題についてデジタル技術を活用し、市民の
利便性の向上、過疎対策、若者の定住促進、観光振興、
各産業の活性化など、地域の魅力向上や都市部との格
差解消に向けて取り組んでまいります。

　以上が、令和５年度の主要施策の説明となります。
ここで申し述べた施策以外の事業についてもさまざま
な制度や事業を活用して、「日本一元気で魅力あるま
ちづくり」の実現に向け全力で取り組んでまいります。

　３．令和５年度行財政改革について

　市の財政状況については、依然として厳しい状況が
続くことが予想されます。
　今後も社会情勢の変化や多様化・高度化する市民
ニーズによる行政需要の増加が見込まれ、さらなる行
財政改革が求められます。
　行政改革の指針となる「第４次南城市行政改革大綱」
に基づき、情報技術の積極的な活用などさまざまな施
策を実施し、歳入の確保と行政運営の効率化を図り、
将来を見据えた堅実で持続可能な行財政運営に向け取
り組んでまいります。
　市民の利便性の向上に加え、電子決裁の導入をはじ
めとする内部事務の省力化を図り、業務の効率性・生
産性を高め、これからの時代にふさわしい行政サービ
スのあり方、また、市が直面する重要課題や今後の施
策への取り組みを加速化させるため、時代に即した柔
軟に対応できる総合的かつ横断的な組織体制の構築を
検討してまいります。

　４．令和５年度当初予算について

　以上、申し上げました政策、施策を実行するため令
和５年度当初予算は、

　　　一般会計　２７，１３２，５９７千円
　　　特別会計　　６，３１５，９５１千円
　　　企業会計　　４，６５７，６０１千円
　　　総　　計　３８，１０６，１４９千円

の規模となっております。
　歳入では、個人所得や住宅建築の増加により市税は
増加を見込んでいるものの、歳入総額における自主財
源の割合は依然として低く、地方交付税等に大きく依
存した財政構造となっております。
　歳出では、社会保障費等の義務的経費の増加のほか、
馬天小学校校舎改築や道路橋梁の整備などで普通建設
費も増加しております。
　令和５年度の主な新規事業として、電子黒板等学校
ICT機器機能強化及び整備事業、公立大里こども園の
開園、玉城中学校エレベーター設置事業、大里南小学
校校舎増築事業、老朽化した公共施設の解体などを予
算計上しております。
　予算編成においては、今後、予想される普通建設事
業費の増加により厳しい行財政運営が見込まれること
から、必要な事業を厳選しつつ、事務事業の取捨選択
に取り組み市民が将来に明るい展望が持てるような施
策の展開を図ることを基本に予算を編成しました。

　むすびに

　冒頭でも申し上げましたとおり、私は、人と人との
繋がりを大切にし、すべての市民の幸せと繁栄を願い、
常に感謝の気持ちで、公平・公正な立場から市民を支
えていく決意であります。
　令和５年度は、第２次総合計画の後期基本計画の初
年度となります。
　市政運営の９つの基本政策を柱とし、南城市総合計
画に掲げる５つの基本方針に基づき、総合的なまちづ
くりを推進してまいります。
　各施策の取り組みについては、市民や議員の皆さま
からのご意見を拝聴するとともに、丁寧な説明及び積
極的な情報発信に努めてまいります。
　以上、市政運営に臨む基本姿勢と、所信の一端を申
し述べましたが、市民の皆さま並びに議員の皆さまの
ご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げ、令和５年
度の施政方針といたします。

　令和５年３月２日
南城市長　古謝　景春
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実施してまいります。
　地域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、
一人ひとりの支援ニーズに対応できるよう、「相談支
援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体
的に実施する体制等の仕組みづくりに取り組んでまい
ります。
　国民健康保険事業特別会計については、毎年赤字が
発生し、非常に厳しい財政運営を強いられており、こ
れを補填するために一般会計からの法定外繰入を実施
しております。健全な財政運営を図り、国民健康保険
事業を持続的に運営するため、国民健康保険税率の改
正を検討してまいります。あわせて、医療費の伸びの
抑制、適正化のため、生活習慣病の重症化予防に向け
た取り組みについても強化してまいります。
　安心して暮らせる環境づくりのため、各自治会へ防
犯灯の設置工事費の補助を行い、防犯対策に努めてま
いります。
　悲惨な事故を減らすため、地域、各種団体や警察と
連携して交通安全活動を行い、交通安全意識の向上に
努めてまいります。
　また、消費トラブルの未然防止を図るため、消費生
活相談、情報提供と啓発活動に取り組んでまいります。
　令和４年度は、尚巴志王生誕650周年の記念大会
と位置づけ、新型コロナウイルス感染症の影響により
延期していた第19回尚巴志ハーフマラソン大会を3
年ぶりに再開しました。
　今年は、第20回大会と記念イベントを実施し、更
なる地域振興を目指して取り組んでまいります。
　その他に、市民の体力向上や、精神的なストレスの
発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる、
健康の保持促進に資するためのスポーツ大会の開催等
スポーツに親しむ機会づくりを創出してまいります。
　国際交流については、海外移住者の子弟を研修生と
して受け入れ、国際交流思想の高揚に繋げるとともに
沖縄が誇る人的財産である海外のウチナーンチュとの
絆を深め、ウチナーネットワークの継承を図ってまい
ります。
　歴史民俗資料館の整備については、現在、策定中の
歴史文化発信拠点基本構想に基づき基本計画を策定し
てまいります。
　国指定文化財の整備については、各史跡の整備基本
計画に基づき、文化庁補助事業を活用して、城壁等整

備や保全に取り組んでまいります。
　また、地域に根差した歴史遺産や伝統芸能等のデジ
タル化による保存を進めるとともに、小中学校や自治
会での地域学習や定期的な情報発信による観光誘客に
繋げてまいります。
　本市の文化芸術振興拠点であるシュガーホールで
は、音楽専用ホールの特徴を活かし、市民に広く親し
まれる文化事業を開催するとともに、貸館としての利
活用を推進してまいります。
　また、二酸化炭素排出量の削減を図るため、施設の
照明機器を省エネ型の機器への切り替えを進め施設の
機能強化に努めてまいります。
　災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障が
い者などの避難行動要支援者に対し、迅速な支援が行
えるよう避難支援等関係者との連携のもと避難行動要
支援者名簿の提供に関する協定の締結及び個別避難計
画を作成し、避難行動要支援者の支援体制の構築に取
り組んでまいります。
　気候変動等により甚大化する大雨被害や大地震・津
波等による大規模災害等に備え、島尻消防をはじめ、
国や県、県内外の市町村、防災関係機関等と連携した
実践的な防災訓練等を実施してまいります。また、公
共駐車場を拠点とした、広域防災拠点の活用策につい
て検討してまいります。
　三方を海に囲まれ海抜の低い地域に多くの市民が暮
らしており、災害時における高台への避難ルートの確
保も急務となっております。
　南部東道路の早期開通に向けた取り組みと併せて、
南城つきしろインターチェンジから東部地域（低地部）
への延伸について取り組んでまいります。
　佐敷中学校については、築３３年が経過しており、
今後、大規模改修工事が予定されております。敷地が
海に隣接しており海抜が低いため、津波、高潮対策と
して高台移転の検討を進めてまいります。
　停電対策として、令和２年度に市道知念１号線の電
線共同溝が完成しており、現在、電力・通信事業者にて、
架空線の電線・電柱の撤去に向け民有地の引き込み工
事を進めております。
　また、国道３３１号久手堅・津波古地内では、電線
共同溝整備道路の指定を受けており、事業主体の南部
国道事務所と連携し整備に取り組んでまいります。
令和４年度に佐敷海岸海辺まちづくり構想を策定し、

佐敷地域海岸における課題解決に向け、引き続き関係
機関と連携し解決に向けて取り組んでまいります。

　（４） 地域が元気になる

　新型コロナウイル感染症の影響で落ち込んだ観光需
要喚起につなげる取組として、世界水準のウェルネス・
カルチャーリゾートの実現を目指し、体験プログラム
を開発するなど、地域資源と観光を融合させた体験滞
在型「感幸（観光）」の推進に努めてまいります。
　また、本市が舞台となったアニメ「白い砂のアクア
トープ」を観光資源としたアニメツーリズムについて
も推進してまいります。
　南部地域や東海岸地域などの近隣市町村と連携し、
観光客の利便性向上に向け、Ｎバスなどの公共交通を
活用した広域観光に取り組んでまいります。
　プロサッカーキャンプ誘致に向けて、南城市陸上競
技場における天然芝生の適正管理を行い、キャンプ受
入に適した環境整備を行ってまいります。
　公共駐車場を活用した市内事業者や各種団体のイベ
ントの開催を支援するなど、市内事業者や各種団体、
商工会等と連携し、地域経済の活性化に繋がる取組を
検討してまいります。
　南城ブランド確立のため、引き続き、市内事業者や
商工会並びに観光協会と連携を図り、新たな商品開発
を模索し、南城セレクション認定制度やふるさと納税
制度を活用した市産商品のPRや支援に努めてまいり
ます。
　農業の安定経営支援については、農産物の安定生産
及び安定供給に向けて令和４年度に引き続き耐候性ハ
ウスを整備してまいります。
　また、南城市産モズクが拠点産地に認定されたこと
により、広報誌やホームページ等を活用し、消費拡大
に向けた取り組みを行ってまいります。
　畜産業の振興については、品質の良い子牛の安定生
産と生産乳量の増加を図るため、継続して優良繁殖牛、
優良乳用牛の母牛の導入及び保留牛の確保を推進して
まいります。
　また、畜産物の安定生産に向けた支援を行うため、
飼料用さとうきびの圃場を確保し、循環型農業の拡充
に取り組んでまいります。

　水産業の振興については、漁業の健全な発展及び水
産物の安定供給を図るため、奥武漁港、志喜屋漁港、
久高漁港等の機能保全と施設整備の充実に取り組んで
まいります。
　農地の中間管理事業については、沖縄県農地中間管
理機構と連携し、出し手の掘り起しと担い手への集積
を行います。また、各種補助事業等を活用し、耕作放
棄地の解消に取り組んでまいります。
　将来的に持続可能で本格的な農業を目指し、本市の
農業における課題解決を担える人材を育成するため令
和４年度に引き続き「なんじょう市民農業大学」を開講
いたします。
　農業の更なる振興に向け、冠水被害の解消などの農
用地の保全対策として、農業水路等長寿命化・防災減
災事業（佐敷与那嶺原地区、愛地寅野原地区）の実施、
緊急浚渫推進事業債を活用し、雄樋川の防災機能強化
に取り組んでまいります。又、ため池等整備事業にて
知念安間原地区における農地保全対策に取り組んでま
いります。
　農業生産基盤整備については、県営かんがい排水事
業の吉富地区、中山・志堅原地区や一部供用開始した
雄樋川２期地区の整備を引き続き事業主体の沖縄県と
地元との連携を図り、早期供用開始に向けて取り組ん
でまいります。

　（５） まちが整う

　２０年後の未来を見据え、南部東道路の供用開始や
土地区画整理事業等、市の情勢の変化に対応するため
昨年度に引き続き、都市計画マスタープランの見直し
に取り組んでまいります。
　本市の将来のまちづくりの根幹である南部東道路に
ついては、令和３年３月に一部区間が暫定２車線で供
用開始されたものの、未だ全体計画の２７％（２ｋｍ
／７．４ｋｍ）に留まっております。
　現在の進捗状況では、沖縄県が目標とする令和８年
度の全線供用開始は見通せない状況にあります。早期
開通に向けて、国と県に対し整備促進について要請し
てまいります。
　また、南部東道路を軸とした道路網整備を計画的に
進め、利便性の高い交通ネットワ－クの形成に取り組

　２．令和５年度の主要施策について

　総合計画の基本方針に沿って、概要についてご説明
いたします。

　（１） ひとが育つ

　子どもたちは無限の可能性を秘めています。南城市
の未来を担う子ども達の成長のため、市民と一丸と
なって子ども達の可能性を広げるための環境づくりに
取り組んでまいります。
　令和４年４月に公私連携玉城こども園及び知念こど
も園が開園し、令和５年４月には、公立大里こども園
及び公私連携佐敷こども園が開園します。
　公立および公私連携認定こども園を中心に地域子育
て支援拠点事業の充実を図り、保護者の孤立感、負担
感の軽減に努め、子育て家庭への支援に取り組んでま
いります。
　教育・保育環境の確保及び充実については、各種補
助事業を活用し、保育士の働きやすい環境づくりに努
め、保育士確保と待機児童解消に努めてまいります。
また、一体的な幼児教育・保育を推進するため、幼
児教育センターを核として、市内の教育・保育施設等
に勤める保育士等に、研修や巡回訪問、公開保育等を
通して、教育・保育の質の向上に取り組んでまいります。
　また、保幼こ小（保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校）連携の強化により、教育の連続性・一貫性を
確保しながら子ども達に体系的な教育が行えるよう環
境整備に取り組んでまいります。
　切れ目のない包括的支援の実現に向け、コーディ
ネート機能を備えた相談窓口として、「こども相談課」
を新設し、相談業務の充実を図るとともに、必要な支
援へつなげてまいります。
　また、新たに看護師や心理士を配置し、医療的ケア
児や特別な支援を必要とする乳幼児への適切な教育・
保育を実施してまいります。
　小中学校の授業においては、タブレットと電子黒板
を活用したよりわかりやすい授業で、児童生徒の学習
意欲・理解の向上を図るため、昨年度に引き続きモニ
ター型電子黒板を導入してまいります。
　各小学校においては、コミュニティ・スクールを導

入し、支え合いの希薄化、人口減少、教職員の負担増
などの学校や地域が抱える課題を、地域と連携・協働
して市全体で未来を担う子どもたちを支えるネット
ワークを形成し、地域の力を活かした学校運営に取り
組んでまいりました。
　令和５年度からは各中学校へコミュニティ・スクー
ルを導入し、地域の未来を担う人材育成のため、当事
者意識をもって子供の健やかな成長を支えていく地
域・社会総がかりによる地域とともにある学校づくり
の実現に向け取り組んでまいります。
　知念地域においては、過疎化や少子高齢化など社会
の変化による地域課題や学校課題に取り組むため、予
てより小中一貫教育の導入を検討してまいりました。
　令和５年度より、小中連携の強化や地域と学校が協
働し、地域の将来を担う子供の育成を図るためのモデ
ルづくりに取り組んでまいります。
児童生徒が生まれ育った環境に左右されることなく、
安心して学校に通うことができるよう、各地区にスクー
ルソーシャルワーカーを配置するとともに、学校内外
の関係機関と連携・調整を図りながら、児童生徒が抱
えるさまざまな問題解決に取り組んでまいります。
　また、市内小中学校においてスクリーニングを導入
し、支援対象児童・生徒の実態把握に努め、早期対応
を行ってまいります。
　市の発展に貢献する人材を輩出することを目的に、
意欲ある学生が経済的理由により、高等教育機関への
進学を断念することなく、将来へ希望が持てるよう、
新たに給付型奨学金及び市育英事業に貸費型入学準備
金を創設し、学習する環境を支援してまいります。
　不登校児童生徒の社会的自立や不登校未然防止のた
め、各種施策を展開し、学校現場の支援体制強化を図
ることを目的に、不登校児童生徒支援体制強化事業を
昨年度に引き続き実施してまいります。
　更に、校務支援システムの機能強化、不登校支援員、
校内自立支援教室の追加設置、ハート教室の機能強化
を行ってまいります。
　放課後の子どもの居場所については、放課後児童ク
ラブ等に加え、学校やムラヤー等を活用し多様な居場
所づくりに努めてまいります。
　コロナ禍で中断していた、中高生を対象とした外国
語や異文化を体験学習する機会を再開し、語学力と心
の豊かさを養うとともに、国際性豊かな人材を育成す

るための海外短期留学やＥＳＬキャンプを実施してま
いります。
　馬天小学校の整備については、令和４年度に引き続
き、新校舎やスタンドの整備を進めてまいります。
　また、環境に配慮した学校づくりのため、引き続き、
市内小中学校照明のＬＥＤ化、知念中学校の屋外環境
整備、玉城中学校の昇降機設置、市内小中学校トイレ
を誰もが利用しやいよう改修し、快適な教育環境の整
備に努めてまいります。

　（２） ひとが活きる

　近年、価値観の多様化と少子高齢化の進行などによ
り人とのつながりが希薄化し、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、南城市の魅力のひとつでもある地
域コミュニティ力が低下しつつあります。
　地域活動を再開することが困難な地域も生じてきて
おりますが、地域住民の融和と伝統文化の継承は、本
市が進める共助のまちづくりの基盤であり、地域力を
高めるため、ムラヤ―活性化事業支援臨時助成金を交
付し、ムラヤ―構想の実現を目指してまいります。
　地域コミュニティの活性化や若い世代の定住促進を
図るため、新婚世帯の住居費や引越しなど費用の一部
を経済的支援する「結婚新生活支援事業」を引き続き実
施してまいります。
　若者世代の定住促進、自治会の担い手不足を解消す
るため、三世代同近居支援補助金を見直し、子育てし
やすい環境づくり、高齢者の孤立防止・人口減少対策
に努めてまいります。
　また、一部過疎地域に指定された知念地域について
は、若者世代の移住定住強化支援として、補助額を加
算し交付いたします。
　なんじょう市民活動支援センターを拠点に、共助の
まちづくりを推進するため、地域や市民活動団体等と
のネットワークの構築、相談業務並びに地域リーダー
の育成等に取り組んでまいります。
　また、シルバー人材センターについては、高齢者の
生きがいづくりにとどまらず、市の発展に大きく貢献
しており、更なる支援強化に向けて、改善点や課題点
等を整理したうえで支援策を検討してまいります。
　さまざまな分野において、女性が活躍できる環境づ

くりや男女共同参画実現のため、第２次南城市男女共
同参画行動計画改定版に基づき、関係機関との連携を
図りながら意識啓発などに取り組んでまいります。
　互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別
に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することがで
きる、誰もが活躍できる社会の実現を目指してまいり
ます。

　（３） くらしの質が高まる

　全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てで
きるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近
で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援
につなぐ伴走型相談支援の充実を図ってまいります。
　また、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育
て世帯等に対し、経済的負担軽減を図る出産・子育て
応援給付金事業を一体的に実施してまいります。
　子ども医療費助成について、令和６年度より対象年
齢を引き上げて、１８歳年度末までの医療費負担支援
に向け取り組んでまいります。
　高齢者の生きがい対策については、ムラヤ―で実施
しているミニデイサービスの活性化を図り、高齢者が
孤立せず健康で活動的に生活できるよう支援してまい
ります。併せて活動を支える地域ボランティアの育成
にも努めてまいります。
　地域包括支援センターについては、市内２か所に設
置した地域型センターと市直営の基幹型センターの連
携を密にし、機能強化を図ってまいります。
　また、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし
い生活が送れるよう地域包括ケアシステムの構築に取
り組んでまいります。
　障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう
関係機関と連携し、相談支援体制及び権利擁護の強化
を図り、地域生活拠点の充実に努めてまいります。
　経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなる恐れのある方に対し、引き続き個々の状
況に応じた、自立相談支援、住居確保給付金、一時生
活支援を行い、自立促進に向け生活のサポートに努め
てまいります。
　生活保護については、引き続き受給者の自立に向け
て医療、介護、就労及び学習などのきめ細かい支援を
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んでまいります。
　令和４年５月より南城市つきしろインターチェンジ
南土地区画整理組合による土地区画整理事業が工事着
手しております。大型商業施設の誘致など、引き続き、
組合と連携を図りながら都市拠点の形成に向け取り組
んでまいります。
　市役所周辺の先導的都市拠点は、立地を生かし賑わ
いのあるエリアとしていくため、公共だけでなく、
PPP ／ PFIなどの公民連携等の活用を視野に入れ、魅
力的な都市づくりに向け取り組んでまいります。
　斎場御嶽周辺については、多くの観光客が訪れてお
り、市内国道沿いの樹木伐採を強化し、魅力的な観光
地としての景観形成に取り組んでまいります。
　令和５年４月よりＮバスの一部ルートやダイヤの見
直しを行い、利便性の向上や市外線バスとの接続の充
実を図ってまいります。
　「Ｎバス」及び「おでかけなんじぃ」の運行を継続し、
市民、観光客の移動手段を確保してまいります。
　また、６５歳以上及び障がい者の市民に対するＮバ
ス乗車運賃の無償化を実施いたします。
本市には、多くの公共施設が更新時期を迎えており、

大きな費用負担が想定されております。財源の確保や
民間活力等、さまざまな手法を検討し、公共施設や機
能の最適化を図ることは、喫緊の課題となっております。
　特に老朽化の進む施設については、地域に残すべき
機能、統合すべき機能を整理し、施設再編を進めてま
いります。
　大里北小学校跡地利用については、跡地の活用を通
して地域が元気になれるよう、事業を推進してまいり
ます。
民間事業者の持つノウハウを活用するとともに、指

定管理者の適正な運営等を管理し、施設の利用促進や
さまざまなスポーツ教室を実施するなど社会体育施設
等１４施設については、指定管理を継続してまいります。
流域関連公共下水道区域の大里処理分区について、

流域下水道幹線として県に対し整備を要請し、大里地
区公共下水道の早期整備に向け取り組んでまいります。
　また、集落排水汚水処理場の機械設備等の更新を行
い、維持管理費の軽減に努め、下水道未接続世帯への
接続を促進し健全な運営体制を目指してまいります。
　上水道については、今後も市民への良質な水の安定
供給を図るため、水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、老朽化が著しい糸数配水池の工事を令和６
年度の竣工を目指し、基盤強化に努めてまいります。
　また、国が推進している自治体ＤＸを迅速に対応す
るため、「南城市ＤＸ推進計画」を策定し、令和５年度
より本格的にデジタル技術を活用した事業を展開して
まいります。
自治体ＤＸについては、ＬＩＮＥを活用したオンライ
ン申請の充実、マイナンバーカードの利活用と普及促
進に取り組み、行政事務の効率化を図ってまいります。
　デジタル田園都市構想については、地域におけるさ
まざまな課題についてデジタル技術を活用し、市民の
利便性の向上、過疎対策、若者の定住促進、観光振興、
各産業の活性化など、地域の魅力向上や都市部との格
差解消に向けて取り組んでまいります。

　以上が、令和５年度の主要施策の説明となります。
ここで申し述べた施策以外の事業についてもさまざま
な制度や事業を活用して、「日本一元気で魅力あるま
ちづくり」の実現に向け全力で取り組んでまいります。

　３．令和５年度行財政改革について

　市の財政状況については、依然として厳しい状況が
続くことが予想されます。
　今後も社会情勢の変化や多様化・高度化する市民
ニーズによる行政需要の増加が見込まれ、さらなる行
財政改革が求められます。
　行政改革の指針となる「第４次南城市行政改革大綱」
に基づき、情報技術の積極的な活用などさまざまな施
策を実施し、歳入の確保と行政運営の効率化を図り、
将来を見据えた堅実で持続可能な行財政運営に向け取
り組んでまいります。
　市民の利便性の向上に加え、電子決裁の導入をはじ
めとする内部事務の省力化を図り、業務の効率性・生
産性を高め、これからの時代にふさわしい行政サービ
スのあり方、また、市が直面する重要課題や今後の施
策への取り組みを加速化させるため、時代に即した柔
軟に対応できる総合的かつ横断的な組織体制の構築を
検討してまいります。

　４．令和５年度当初予算について

　以上、申し上げました政策、施策を実行するため令
和５年度当初予算は、

　　　一般会計　２７，１３２，５９７千円
　　　特別会計　　６，３１５，９５１千円
　　　企業会計　　４，６５７，６０１千円
　　　総　　計　３８，１０６，１４９千円

の規模となっております。
　歳入では、個人所得や住宅建築の増加により市税は
増加を見込んでいるものの、歳入総額における自主財
源の割合は依然として低く、地方交付税等に大きく依
存した財政構造となっております。
　歳出では、社会保障費等の義務的経費の増加のほか、
馬天小学校校舎改築や道路橋梁の整備などで普通建設
費も増加しております。
　令和５年度の主な新規事業として、電子黒板等学校
ICT機器機能強化及び整備事業、公立大里こども園の
開園、玉城中学校エレベーター設置事業、大里南小学
校校舎増築事業、老朽化した公共施設の解体などを予
算計上しております。
　予算編成においては、今後、予想される普通建設事
業費の増加により厳しい行財政運営が見込まれること
から、必要な事業を厳選しつつ、事務事業の取捨選択
に取り組み市民が将来に明るい展望が持てるような施
策の展開を図ることを基本に予算を編成しました。

　むすびに

　冒頭でも申し上げましたとおり、私は、人と人との
繋がりを大切にし、すべての市民の幸せと繁栄を願い、
常に感謝の気持ちで、公平・公正な立場から市民を支
えていく決意であります。
　令和５年度は、第２次総合計画の後期基本計画の初
年度となります。
　市政運営の９つの基本政策を柱とし、南城市総合計
画に掲げる５つの基本方針に基づき、総合的なまちづ
くりを推進してまいります。
　各施策の取り組みについては、市民や議員の皆さま
からのご意見を拝聴するとともに、丁寧な説明及び積
極的な情報発信に努めてまいります。
　以上、市政運営に臨む基本姿勢と、所信の一端を申
し述べましたが、市民の皆さま並びに議員の皆さまの
ご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げ、令和５年
度の施政方針といたします。

　令和５年３月２日
南城市長　古謝　景春

実施してまいります。
　地域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、
一人ひとりの支援ニーズに対応できるよう、「相談支
援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体
的に実施する体制等の仕組みづくりに取り組んでまい
ります。
　国民健康保険事業特別会計については、毎年赤字が
発生し、非常に厳しい財政運営を強いられており、こ
れを補填するために一般会計からの法定外繰入を実施
しております。健全な財政運営を図り、国民健康保険
事業を持続的に運営するため、国民健康保険税率の改
正を検討してまいります。あわせて、医療費の伸びの
抑制、適正化のため、生活習慣病の重症化予防に向け
た取り組みについても強化してまいります。
　安心して暮らせる環境づくりのため、各自治会へ防
犯灯の設置工事費の補助を行い、防犯対策に努めてま
いります。
　悲惨な事故を減らすため、地域、各種団体や警察と
連携して交通安全活動を行い、交通安全意識の向上に
努めてまいります。
　また、消費トラブルの未然防止を図るため、消費生
活相談、情報提供と啓発活動に取り組んでまいります。
　令和４年度は、尚巴志王生誕650周年の記念大会
と位置づけ、新型コロナウイルス感染症の影響により
延期していた第19回尚巴志ハーフマラソン大会を3
年ぶりに再開しました。
　今年は、第20回大会と記念イベントを実施し、更
なる地域振興を目指して取り組んでまいります。
　その他に、市民の体力向上や、精神的なストレスの
発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる、
健康の保持促進に資するためのスポーツ大会の開催等
スポーツに親しむ機会づくりを創出してまいります。
　国際交流については、海外移住者の子弟を研修生と
して受け入れ、国際交流思想の高揚に繋げるとともに
沖縄が誇る人的財産である海外のウチナーンチュとの
絆を深め、ウチナーネットワークの継承を図ってまい
ります。
　歴史民俗資料館の整備については、現在、策定中の
歴史文化発信拠点基本構想に基づき基本計画を策定し
てまいります。
　国指定文化財の整備については、各史跡の整備基本
計画に基づき、文化庁補助事業を活用して、城壁等整

備や保全に取り組んでまいります。
　また、地域に根差した歴史遺産や伝統芸能等のデジ
タル化による保存を進めるとともに、小中学校や自治
会での地域学習や定期的な情報発信による観光誘客に
繋げてまいります。
　本市の文化芸術振興拠点であるシュガーホールで
は、音楽専用ホールの特徴を活かし、市民に広く親し
まれる文化事業を開催するとともに、貸館としての利
活用を推進してまいります。
　また、二酸化炭素排出量の削減を図るため、施設の
照明機器を省エネ型の機器への切り替えを進め施設の
機能強化に努めてまいります。
　災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障が
い者などの避難行動要支援者に対し、迅速な支援が行
えるよう避難支援等関係者との連携のもと避難行動要
支援者名簿の提供に関する協定の締結及び個別避難計
画を作成し、避難行動要支援者の支援体制の構築に取
り組んでまいります。
　気候変動等により甚大化する大雨被害や大地震・津
波等による大規模災害等に備え、島尻消防をはじめ、
国や県、県内外の市町村、防災関係機関等と連携した
実践的な防災訓練等を実施してまいります。また、公
共駐車場を拠点とした、広域防災拠点の活用策につい
て検討してまいります。
　三方を海に囲まれ海抜の低い地域に多くの市民が暮
らしており、災害時における高台への避難ルートの確
保も急務となっております。
　南部東道路の早期開通に向けた取り組みと併せて、
南城つきしろインターチェンジから東部地域（低地部）
への延伸について取り組んでまいります。
　佐敷中学校については、築３３年が経過しており、
今後、大規模改修工事が予定されております。敷地が
海に隣接しており海抜が低いため、津波、高潮対策と
して高台移転の検討を進めてまいります。
　停電対策として、令和２年度に市道知念１号線の電
線共同溝が完成しており、現在、電力・通信事業者にて、
架空線の電線・電柱の撤去に向け民有地の引き込み工
事を進めております。
　また、国道３３１号久手堅・津波古地内では、電線
共同溝整備道路の指定を受けており、事業主体の南部
国道事務所と連携し整備に取り組んでまいります。
令和４年度に佐敷海岸海辺まちづくり構想を策定し、

佐敷地域海岸における課題解決に向け、引き続き関係
機関と連携し解決に向けて取り組んでまいります。

　（４） 地域が元気になる

　新型コロナウイル感染症の影響で落ち込んだ観光需
要喚起につなげる取組として、世界水準のウェルネス・
カルチャーリゾートの実現を目指し、体験プログラム
を開発するなど、地域資源と観光を融合させた体験滞
在型「感幸（観光）」の推進に努めてまいります。
　また、本市が舞台となったアニメ「白い砂のアクア
トープ」を観光資源としたアニメツーリズムについて
も推進してまいります。
　南部地域や東海岸地域などの近隣市町村と連携し、
観光客の利便性向上に向け、Ｎバスなどの公共交通を
活用した広域観光に取り組んでまいります。
　プロサッカーキャンプ誘致に向けて、南城市陸上競
技場における天然芝生の適正管理を行い、キャンプ受
入に適した環境整備を行ってまいります。
　公共駐車場を活用した市内事業者や各種団体のイベ
ントの開催を支援するなど、市内事業者や各種団体、
商工会等と連携し、地域経済の活性化に繋がる取組を
検討してまいります。
　南城ブランド確立のため、引き続き、市内事業者や
商工会並びに観光協会と連携を図り、新たな商品開発
を模索し、南城セレクション認定制度やふるさと納税
制度を活用した市産商品のPRや支援に努めてまいり
ます。
　農業の安定経営支援については、農産物の安定生産
及び安定供給に向けて令和４年度に引き続き耐候性ハ
ウスを整備してまいります。
　また、南城市産モズクが拠点産地に認定されたこと
により、広報誌やホームページ等を活用し、消費拡大
に向けた取り組みを行ってまいります。
　畜産業の振興については、品質の良い子牛の安定生
産と生産乳量の増加を図るため、継続して優良繁殖牛、
優良乳用牛の母牛の導入及び保留牛の確保を推進して
まいります。
　また、畜産物の安定生産に向けた支援を行うため、
飼料用さとうきびの圃場を確保し、循環型農業の拡充
に取り組んでまいります。

　水産業の振興については、漁業の健全な発展及び水
産物の安定供給を図るため、奥武漁港、志喜屋漁港、
久高漁港等の機能保全と施設整備の充実に取り組んで
まいります。
　農地の中間管理事業については、沖縄県農地中間管
理機構と連携し、出し手の掘り起しと担い手への集積
を行います。また、各種補助事業等を活用し、耕作放
棄地の解消に取り組んでまいります。
　将来的に持続可能で本格的な農業を目指し、本市の
農業における課題解決を担える人材を育成するため令
和４年度に引き続き「なんじょう市民農業大学」を開講
いたします。
　農業の更なる振興に向け、冠水被害の解消などの農
用地の保全対策として、農業水路等長寿命化・防災減
災事業（佐敷与那嶺原地区、愛地寅野原地区）の実施、
緊急浚渫推進事業債を活用し、雄樋川の防災機能強化
に取り組んでまいります。又、ため池等整備事業にて
知念安間原地区における農地保全対策に取り組んでま
いります。
　農業生産基盤整備については、県営かんがい排水事
業の吉富地区、中山・志堅原地区や一部供用開始した
雄樋川２期地区の整備を引き続き事業主体の沖縄県と
地元との連携を図り、早期供用開始に向けて取り組ん
でまいります。

　（５） まちが整う

　２０年後の未来を見据え、南部東道路の供用開始や
土地区画整理事業等、市の情勢の変化に対応するため
昨年度に引き続き、都市計画マスタープランの見直し
に取り組んでまいります。
　本市の将来のまちづくりの根幹である南部東道路に
ついては、令和３年３月に一部区間が暫定２車線で供
用開始されたものの、未だ全体計画の２７％（２ｋｍ
／７．４ｋｍ）に留まっております。
　現在の進捗状況では、沖縄県が目標とする令和８年
度の全線供用開始は見通せない状況にあります。早期
開通に向けて、国と県に対し整備促進について要請し
てまいります。
　また、南部東道路を軸とした道路網整備を計画的に
進め、利便性の高い交通ネットワ－クの形成に取り組

　２．令和５年度の主要施策について

　総合計画の基本方針に沿って、概要についてご説明
いたします。

　（１） ひとが育つ

　子どもたちは無限の可能性を秘めています。南城市
の未来を担う子ども達の成長のため、市民と一丸と
なって子ども達の可能性を広げるための環境づくりに
取り組んでまいります。
　令和４年４月に公私連携玉城こども園及び知念こど
も園が開園し、令和５年４月には、公立大里こども園
及び公私連携佐敷こども園が開園します。
　公立および公私連携認定こども園を中心に地域子育
て支援拠点事業の充実を図り、保護者の孤立感、負担
感の軽減に努め、子育て家庭への支援に取り組んでま
いります。
　教育・保育環境の確保及び充実については、各種補
助事業を活用し、保育士の働きやすい環境づくりに努
め、保育士確保と待機児童解消に努めてまいります。
また、一体的な幼児教育・保育を推進するため、幼

児教育センターを核として、市内の教育・保育施設等
に勤める保育士等に、研修や巡回訪問、公開保育等を
通して、教育・保育の質の向上に取り組んでまいります。
　また、保幼こ小（保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校）連携の強化により、教育の連続性・一貫性を
確保しながら子ども達に体系的な教育が行えるよう環
境整備に取り組んでまいります。
　切れ目のない包括的支援の実現に向け、コーディ
ネート機能を備えた相談窓口として、「こども相談課」
を新設し、相談業務の充実を図るとともに、必要な支
援へつなげてまいります。
　また、新たに看護師や心理士を配置し、医療的ケア
児や特別な支援を必要とする乳幼児への適切な教育・
保育を実施してまいります。
　小中学校の授業においては、タブレットと電子黒板
を活用したよりわかりやすい授業で、児童生徒の学習
意欲・理解の向上を図るため、昨年度に引き続きモニ
ター型電子黒板を導入してまいります。
　各小学校においては、コミュニティ・スクールを導

入し、支え合いの希薄化、人口減少、教職員の負担増
などの学校や地域が抱える課題を、地域と連携・協働
して市全体で未来を担う子どもたちを支えるネット
ワークを形成し、地域の力を活かした学校運営に取り
組んでまいりました。
　令和５年度からは各中学校へコミュニティ・スクー
ルを導入し、地域の未来を担う人材育成のため、当事
者意識をもって子供の健やかな成長を支えていく地
域・社会総がかりによる地域とともにある学校づくり
の実現に向け取り組んでまいります。
　知念地域においては、過疎化や少子高齢化など社会
の変化による地域課題や学校課題に取り組むため、予
てより小中一貫教育の導入を検討してまいりました。
　令和５年度より、小中連携の強化や地域と学校が協
働し、地域の将来を担う子供の育成を図るためのモデ
ルづくりに取り組んでまいります。
児童生徒が生まれ育った環境に左右されることなく、
安心して学校に通うことができるよう、各地区にスクー
ルソーシャルワーカーを配置するとともに、学校内外
の関係機関と連携・調整を図りながら、児童生徒が抱
えるさまざまな問題解決に取り組んでまいります。
　また、市内小中学校においてスクリーニングを導入
し、支援対象児童・生徒の実態把握に努め、早期対応
を行ってまいります。
　市の発展に貢献する人材を輩出することを目的に、
意欲ある学生が経済的理由により、高等教育機関への
進学を断念することなく、将来へ希望が持てるよう、
新たに給付型奨学金及び市育英事業に貸費型入学準備
金を創設し、学習する環境を支援してまいります。
　不登校児童生徒の社会的自立や不登校未然防止のた
め、各種施策を展開し、学校現場の支援体制強化を図
ることを目的に、不登校児童生徒支援体制強化事業を
昨年度に引き続き実施してまいります。
　更に、校務支援システムの機能強化、不登校支援員、
校内自立支援教室の追加設置、ハート教室の機能強化
を行ってまいります。
　放課後の子どもの居場所については、放課後児童ク
ラブ等に加え、学校やムラヤー等を活用し多様な居場
所づくりに努めてまいります。
　コロナ禍で中断していた、中高生を対象とした外国
語や異文化を体験学習する機会を再開し、語学力と心
の豊かさを養うとともに、国際性豊かな人材を育成す

るための海外短期留学やＥＳＬキャンプを実施してま
いります。
　馬天小学校の整備については、令和４年度に引き続
き、新校舎やスタンドの整備を進めてまいります。
　また、環境に配慮した学校づくりのため、引き続き、
市内小中学校照明のＬＥＤ化、知念中学校の屋外環境
整備、玉城中学校の昇降機設置、市内小中学校トイレ
を誰もが利用しやいよう改修し、快適な教育環境の整
備に努めてまいります。

　（２） ひとが活きる

　近年、価値観の多様化と少子高齢化の進行などによ
り人とのつながりが希薄化し、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、南城市の魅力のひとつでもある地
域コミュニティ力が低下しつつあります。
　地域活動を再開することが困難な地域も生じてきて
おりますが、地域住民の融和と伝統文化の継承は、本
市が進める共助のまちづくりの基盤であり、地域力を
高めるため、ムラヤ―活性化事業支援臨時助成金を交
付し、ムラヤ―構想の実現を目指してまいります。
　地域コミュニティの活性化や若い世代の定住促進を
図るため、新婚世帯の住居費や引越しなど費用の一部
を経済的支援する「結婚新生活支援事業」を引き続き実
施してまいります。
　若者世代の定住促進、自治会の担い手不足を解消す
るため、三世代同近居支援補助金を見直し、子育てし
やすい環境づくり、高齢者の孤立防止・人口減少対策
に努めてまいります。
　また、一部過疎地域に指定された知念地域について
は、若者世代の移住定住強化支援として、補助額を加
算し交付いたします。
　なんじょう市民活動支援センターを拠点に、共助の
まちづくりを推進するため、地域や市民活動団体等と
のネットワークの構築、相談業務並びに地域リーダー
の育成等に取り組んでまいります。
　また、シルバー人材センターについては、高齢者の
生きがいづくりにとどまらず、市の発展に大きく貢献
しており、更なる支援強化に向けて、改善点や課題点
等を整理したうえで支援策を検討してまいります。
　さまざまな分野において、女性が活躍できる環境づ

くりや男女共同参画実現のため、第２次南城市男女共
同参画行動計画改定版に基づき、関係機関との連携を
図りながら意識啓発などに取り組んでまいります。
　互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別
に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することがで
きる、誰もが活躍できる社会の実現を目指してまいり
ます。

　（３） くらしの質が高まる

　全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てで
きるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近
で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援
につなぐ伴走型相談支援の充実を図ってまいります。
　また、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育
て世帯等に対し、経済的負担軽減を図る出産・子育て
応援給付金事業を一体的に実施してまいります。
　子ども医療費助成について、令和６年度より対象年
齢を引き上げて、１８歳年度末までの医療費負担支援
に向け取り組んでまいります。
　高齢者の生きがい対策については、ムラヤ―で実施
しているミニデイサービスの活性化を図り、高齢者が
孤立せず健康で活動的に生活できるよう支援してまい
ります。併せて活動を支える地域ボランティアの育成
にも努めてまいります。
　地域包括支援センターについては、市内２か所に設
置した地域型センターと市直営の基幹型センターの連
携を密にし、機能強化を図ってまいります。
　また、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし
い生活が送れるよう地域包括ケアシステムの構築に取
り組んでまいります。
　障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう
関係機関と連携し、相談支援体制及び権利擁護の強化
を図り、地域生活拠点の充実に努めてまいります。
　経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなる恐れのある方に対し、引き続き個々の状
況に応じた、自立相談支援、住居確保給付金、一時生
活支援を行い、自立促進に向け生活のサポートに努め
てまいります。
　生活保護については、引き続き受給者の自立に向け
て医療、介護、就労及び学習などのきめ細かい支援を
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子育てのお知らせ

んでまいります。
　令和４年５月より南城市つきしろインターチェンジ
南土地区画整理組合による土地区画整理事業が工事着
手しております。大型商業施設の誘致など、引き続き、
組合と連携を図りながら都市拠点の形成に向け取り組
んでまいります。
　市役所周辺の先導的都市拠点は、立地を生かし賑わ
いのあるエリアとしていくため、公共だけでなく、
PPP ／ PFIなどの公民連携等の活用を視野に入れ、魅
力的な都市づくりに向け取り組んでまいります。
　斎場御嶽周辺については、多くの観光客が訪れてお
り、市内国道沿いの樹木伐採を強化し、魅力的な観光
地としての景観形成に取り組んでまいります。
　令和５年４月よりＮバスの一部ルートやダイヤの見
直しを行い、利便性の向上や市外線バスとの接続の充
実を図ってまいります。
　「Ｎバス」及び「おでかけなんじぃ」の運行を継続し、
市民、観光客の移動手段を確保してまいります。
　また、６５歳以上及び障がい者の市民に対するＮバ
ス乗車運賃の無償化を実施いたします。
本市には、多くの公共施設が更新時期を迎えており、
大きな費用負担が想定されております。財源の確保や
民間活力等、さまざまな手法を検討し、公共施設や機
能の最適化を図ることは、喫緊の課題となっております。
　特に老朽化の進む施設については、地域に残すべき
機能、統合すべき機能を整理し、施設再編を進めてま
いります。
　大里北小学校跡地利用については、跡地の活用を通
して地域が元気になれるよう、事業を推進してまいり
ます。
民間事業者の持つノウハウを活用するとともに、指
定管理者の適正な運営等を管理し、施設の利用促進や
さまざまなスポーツ教室を実施するなど社会体育施設
等１４施設については、指定管理を継続してまいります。
流域関連公共下水道区域の大里処理分区について、
流域下水道幹線として県に対し整備を要請し、大里地
区公共下水道の早期整備に向け取り組んでまいります。
　また、集落排水汚水処理場の機械設備等の更新を行
い、維持管理費の軽減に努め、下水道未接続世帯への
接続を促進し健全な運営体制を目指してまいります。
　上水道については、今後も市民への良質な水の安定
供給を図るため、水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、老朽化が著しい糸数配水池の工事を令和６
年度の竣工を目指し、基盤強化に努めてまいります。
　また、国が推進している自治体ＤＸを迅速に対応す
るため、「南城市ＤＸ推進計画」を策定し、令和５年度
より本格的にデジタル技術を活用した事業を展開して
まいります。
自治体ＤＸについては、ＬＩＮＥを活用したオンライ
ン申請の充実、マイナンバーカードの利活用と普及促
進に取り組み、行政事務の効率化を図ってまいります。
　デジタル田園都市構想については、地域におけるさ
まざまな課題についてデジタル技術を活用し、市民の
利便性の向上、過疎対策、若者の定住促進、観光振興、
各産業の活性化など、地域の魅力向上や都市部との格
差解消に向けて取り組んでまいります。

　以上が、令和５年度の主要施策の説明となります。
ここで申し述べた施策以外の事業についてもさまざま
な制度や事業を活用して、「日本一元気で魅力あるま
ちづくり」の実現に向け全力で取り組んでまいります。

　３．令和５年度行財政改革について

　市の財政状況については、依然として厳しい状況が
続くことが予想されます。
　今後も社会情勢の変化や多様化・高度化する市民
ニーズによる行政需要の増加が見込まれ、さらなる行
財政改革が求められます。
　行政改革の指針となる「第４次南城市行政改革大綱」
に基づき、情報技術の積極的な活用などさまざまな施
策を実施し、歳入の確保と行政運営の効率化を図り、
将来を見据えた堅実で持続可能な行財政運営に向け取
り組んでまいります。
　市民の利便性の向上に加え、電子決裁の導入をはじ
めとする内部事務の省力化を図り、業務の効率性・生
産性を高め、これからの時代にふさわしい行政サービ
スのあり方、また、市が直面する重要課題や今後の施
策への取り組みを加速化させるため、時代に即した柔
軟に対応できる総合的かつ横断的な組織体制の構築を
検討してまいります。

　４．令和５年度当初予算について

　以上、申し上げました政策、施策を実行するため令
和５年度当初予算は、

　　　一般会計　２７，１３２，５９７千円
　　　特別会計　　６，３１５，９５１千円
　　　企業会計　　４，６５７，６０１千円
　　　総　　計　３８，１０６，１４９千円

の規模となっております。
　歳入では、個人所得や住宅建築の増加により市税は
増加を見込んでいるものの、歳入総額における自主財
源の割合は依然として低く、地方交付税等に大きく依
存した財政構造となっております。
　歳出では、社会保障費等の義務的経費の増加のほか、
馬天小学校校舎改築や道路橋梁の整備などで普通建設
費も増加しております。
　令和５年度の主な新規事業として、電子黒板等学校
ICT機器機能強化及び整備事業、公立大里こども園の
開園、玉城中学校エレベーター設置事業、大里南小学
校校舎増築事業、老朽化した公共施設の解体などを予
算計上しております。
　予算編成においては、今後、予想される普通建設事
業費の増加により厳しい行財政運営が見込まれること
から、必要な事業を厳選しつつ、事務事業の取捨選択
に取り組み市民が将来に明るい展望が持てるような施
策の展開を図ることを基本に予算を編成しました。

　むすびに

　冒頭でも申し上げましたとおり、私は、人と人との
繋がりを大切にし、すべての市民の幸せと繁栄を願い、
常に感謝の気持ちで、公平・公正な立場から市民を支
えていく決意であります。
　令和５年度は、第２次総合計画の後期基本計画の初
年度となります。
　市政運営の９つの基本政策を柱とし、南城市総合計
画に掲げる５つの基本方針に基づき、総合的なまちづ
くりを推進してまいります。
　各施策の取り組みについては、市民や議員の皆さま
からのご意見を拝聴するとともに、丁寧な説明及び積
極的な情報発信に努めてまいります。
　以上、市政運営に臨む基本姿勢と、所信の一端を申
し述べましたが、市民の皆さま並びに議員の皆さまの
ご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げ、令和５年
度の施政方針といたします。

　令和５年３月２日
南城市長　古謝　景春

実施してまいります。
　地域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、
一人ひとりの支援ニーズに対応できるよう、「相談支
援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体
的に実施する体制等の仕組みづくりに取り組んでまい
ります。
　国民健康保険事業特別会計については、毎年赤字が
発生し、非常に厳しい財政運営を強いられており、こ
れを補填するために一般会計からの法定外繰入を実施
しております。健全な財政運営を図り、国民健康保険
事業を持続的に運営するため、国民健康保険税率の改
正を検討してまいります。あわせて、医療費の伸びの
抑制、適正化のため、生活習慣病の重症化予防に向け
た取り組みについても強化してまいります。
　安心して暮らせる環境づくりのため、各自治会へ防
犯灯の設置工事費の補助を行い、防犯対策に努めてま
いります。
　悲惨な事故を減らすため、地域、各種団体や警察と
連携して交通安全活動を行い、交通安全意識の向上に
努めてまいります。
　また、消費トラブルの未然防止を図るため、消費生
活相談、情報提供と啓発活動に取り組んでまいります。
　令和４年度は、尚巴志王生誕650周年の記念大会
と位置づけ、新型コロナウイルス感染症の影響により
延期していた第19回尚巴志ハーフマラソン大会を3
年ぶりに再開しました。
　今年は、第20回大会と記念イベントを実施し、更
なる地域振興を目指して取り組んでまいります。
　その他に、市民の体力向上や、精神的なストレスの
発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる、
健康の保持促進に資するためのスポーツ大会の開催等
スポーツに親しむ機会づくりを創出してまいります。
　国際交流については、海外移住者の子弟を研修生と
して受け入れ、国際交流思想の高揚に繋げるとともに
沖縄が誇る人的財産である海外のウチナーンチュとの
絆を深め、ウチナーネットワークの継承を図ってまい
ります。
　歴史民俗資料館の整備については、現在、策定中の
歴史文化発信拠点基本構想に基づき基本計画を策定し
てまいります。
　国指定文化財の整備については、各史跡の整備基本
計画に基づき、文化庁補助事業を活用して、城壁等整

備や保全に取り組んでまいります。
　また、地域に根差した歴史遺産や伝統芸能等のデジ
タル化による保存を進めるとともに、小中学校や自治
会での地域学習や定期的な情報発信による観光誘客に
繋げてまいります。
　本市の文化芸術振興拠点であるシュガーホールで
は、音楽専用ホールの特徴を活かし、市民に広く親し
まれる文化事業を開催するとともに、貸館としての利
活用を推進してまいります。
　また、二酸化炭素排出量の削減を図るため、施設の
照明機器を省エネ型の機器への切り替えを進め施設の
機能強化に努めてまいります。
　災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障が
い者などの避難行動要支援者に対し、迅速な支援が行
えるよう避難支援等関係者との連携のもと避難行動要
支援者名簿の提供に関する協定の締結及び個別避難計
画を作成し、避難行動要支援者の支援体制の構築に取
り組んでまいります。
　気候変動等により甚大化する大雨被害や大地震・津
波等による大規模災害等に備え、島尻消防をはじめ、
国や県、県内外の市町村、防災関係機関等と連携した
実践的な防災訓練等を実施してまいります。また、公
共駐車場を拠点とした、広域防災拠点の活用策につい
て検討してまいります。
　三方を海に囲まれ海抜の低い地域に多くの市民が暮
らしており、災害時における高台への避難ルートの確
保も急務となっております。
　南部東道路の早期開通に向けた取り組みと併せて、
南城つきしろインターチェンジから東部地域（低地部）
への延伸について取り組んでまいります。
　佐敷中学校については、築３３年が経過しており、
今後、大規模改修工事が予定されております。敷地が
海に隣接しており海抜が低いため、津波、高潮対策と
して高台移転の検討を進めてまいります。
　停電対策として、令和２年度に市道知念１号線の電
線共同溝が完成しており、現在、電力・通信事業者にて、
架空線の電線・電柱の撤去に向け民有地の引き込み工
事を進めております。
　また、国道３３１号久手堅・津波古地内では、電線
共同溝整備道路の指定を受けており、事業主体の南部
国道事務所と連携し整備に取り組んでまいります。
令和４年度に佐敷海岸海辺まちづくり構想を策定し、

佐敷地域海岸における課題解決に向け、引き続き関係
機関と連携し解決に向けて取り組んでまいります。

　（４） 地域が元気になる

　新型コロナウイル感染症の影響で落ち込んだ観光需
要喚起につなげる取組として、世界水準のウェルネス・
カルチャーリゾートの実現を目指し、体験プログラム
を開発するなど、地域資源と観光を融合させた体験滞
在型「感幸（観光）」の推進に努めてまいります。
　また、本市が舞台となったアニメ「白い砂のアクア
トープ」を観光資源としたアニメツーリズムについて
も推進してまいります。
　南部地域や東海岸地域などの近隣市町村と連携し、
観光客の利便性向上に向け、Ｎバスなどの公共交通を
活用した広域観光に取り組んでまいります。
　プロサッカーキャンプ誘致に向けて、南城市陸上競
技場における天然芝生の適正管理を行い、キャンプ受
入に適した環境整備を行ってまいります。
　公共駐車場を活用した市内事業者や各種団体のイベ
ントの開催を支援するなど、市内事業者や各種団体、
商工会等と連携し、地域経済の活性化に繋がる取組を
検討してまいります。
　南城ブランド確立のため、引き続き、市内事業者や
商工会並びに観光協会と連携を図り、新たな商品開発
を模索し、南城セレクション認定制度やふるさと納税
制度を活用した市産商品のPRや支援に努めてまいり
ます。
　農業の安定経営支援については、農産物の安定生産
及び安定供給に向けて令和４年度に引き続き耐候性ハ
ウスを整備してまいります。
　また、南城市産モズクが拠点産地に認定されたこと
により、広報誌やホームページ等を活用し、消費拡大
に向けた取り組みを行ってまいります。
　畜産業の振興については、品質の良い子牛の安定生
産と生産乳量の増加を図るため、継続して優良繁殖牛、
優良乳用牛の母牛の導入及び保留牛の確保を推進して
まいります。
　また、畜産物の安定生産に向けた支援を行うため、
飼料用さとうきびの圃場を確保し、循環型農業の拡充
に取り組んでまいります。

　水産業の振興については、漁業の健全な発展及び水
産物の安定供給を図るため、奥武漁港、志喜屋漁港、
久高漁港等の機能保全と施設整備の充実に取り組んで
まいります。
　農地の中間管理事業については、沖縄県農地中間管
理機構と連携し、出し手の掘り起しと担い手への集積
を行います。また、各種補助事業等を活用し、耕作放
棄地の解消に取り組んでまいります。
　将来的に持続可能で本格的な農業を目指し、本市の
農業における課題解決を担える人材を育成するため令
和４年度に引き続き「なんじょう市民農業大学」を開講
いたします。
　農業の更なる振興に向け、冠水被害の解消などの農
用地の保全対策として、農業水路等長寿命化・防災減
災事業（佐敷与那嶺原地区、愛地寅野原地区）の実施、
緊急浚渫推進事業債を活用し、雄樋川の防災機能強化
に取り組んでまいります。又、ため池等整備事業にて
知念安間原地区における農地保全対策に取り組んでま
いります。
　農業生産基盤整備については、県営かんがい排水事
業の吉富地区、中山・志堅原地区や一部供用開始した
雄樋川２期地区の整備を引き続き事業主体の沖縄県と
地元との連携を図り、早期供用開始に向けて取り組ん
でまいります。

　（５） まちが整う

　２０年後の未来を見据え、南部東道路の供用開始や
土地区画整理事業等、市の情勢の変化に対応するため
昨年度に引き続き、都市計画マスタープランの見直し
に取り組んでまいります。
　本市の将来のまちづくりの根幹である南部東道路に
ついては、令和３年３月に一部区間が暫定２車線で供
用開始されたものの、未だ全体計画の２７％（２ｋｍ
／７．４ｋｍ）に留まっております。
　現在の進捗状況では、沖縄県が目標とする令和８年
度の全線供用開始は見通せない状況にあります。早期
開通に向けて、国と県に対し整備促進について要請し
てまいります。
　また、南部東道路を軸とした道路網整備を計画的に
進め、利便性の高い交通ネットワ－クの形成に取り組

　２．令和５年度の主要施策について

　総合計画の基本方針に沿って、概要についてご説明
いたします。

　（１） ひとが育つ

　子どもたちは無限の可能性を秘めています。南城市
の未来を担う子ども達の成長のため、市民と一丸と
なって子ども達の可能性を広げるための環境づくりに
取り組んでまいります。
　令和４年４月に公私連携玉城こども園及び知念こど
も園が開園し、令和５年４月には、公立大里こども園
及び公私連携佐敷こども園が開園します。
　公立および公私連携認定こども園を中心に地域子育
て支援拠点事業の充実を図り、保護者の孤立感、負担
感の軽減に努め、子育て家庭への支援に取り組んでま
いります。
　教育・保育環境の確保及び充実については、各種補
助事業を活用し、保育士の働きやすい環境づくりに努
め、保育士確保と待機児童解消に努めてまいります。
また、一体的な幼児教育・保育を推進するため、幼
児教育センターを核として、市内の教育・保育施設等
に勤める保育士等に、研修や巡回訪問、公開保育等を
通して、教育・保育の質の向上に取り組んでまいります。
　また、保幼こ小（保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校）連携の強化により、教育の連続性・一貫性を
確保しながら子ども達に体系的な教育が行えるよう環
境整備に取り組んでまいります。
　切れ目のない包括的支援の実現に向け、コーディ
ネート機能を備えた相談窓口として、「こども相談課」
を新設し、相談業務の充実を図るとともに、必要な支
援へつなげてまいります。
　また、新たに看護師や心理士を配置し、医療的ケア
児や特別な支援を必要とする乳幼児への適切な教育・
保育を実施してまいります。
　小中学校の授業においては、タブレットと電子黒板
を活用したよりわかりやすい授業で、児童生徒の学習
意欲・理解の向上を図るため、昨年度に引き続きモニ
ター型電子黒板を導入してまいります。
　各小学校においては、コミュニティ・スクールを導

入し、支え合いの希薄化、人口減少、教職員の負担増
などの学校や地域が抱える課題を、地域と連携・協働
して市全体で未来を担う子どもたちを支えるネット
ワークを形成し、地域の力を活かした学校運営に取り
組んでまいりました。
　令和５年度からは各中学校へコミュニティ・スクー
ルを導入し、地域の未来を担う人材育成のため、当事
者意識をもって子供の健やかな成長を支えていく地
域・社会総がかりによる地域とともにある学校づくり
の実現に向け取り組んでまいります。
　知念地域においては、過疎化や少子高齢化など社会
の変化による地域課題や学校課題に取り組むため、予
てより小中一貫教育の導入を検討してまいりました。
　令和５年度より、小中連携の強化や地域と学校が協
働し、地域の将来を担う子供の育成を図るためのモデ
ルづくりに取り組んでまいります。
児童生徒が生まれ育った環境に左右されることなく、
安心して学校に通うことができるよう、各地区にスクー
ルソーシャルワーカーを配置するとともに、学校内外
の関係機関と連携・調整を図りながら、児童生徒が抱
えるさまざまな問題解決に取り組んでまいります。
　また、市内小中学校においてスクリーニングを導入
し、支援対象児童・生徒の実態把握に努め、早期対応
を行ってまいります。
　市の発展に貢献する人材を輩出することを目的に、
意欲ある学生が経済的理由により、高等教育機関への
進学を断念することなく、将来へ希望が持てるよう、
新たに給付型奨学金及び市育英事業に貸費型入学準備
金を創設し、学習する環境を支援してまいります。
　不登校児童生徒の社会的自立や不登校未然防止のた
め、各種施策を展開し、学校現場の支援体制強化を図
ることを目的に、不登校児童生徒支援体制強化事業を
昨年度に引き続き実施してまいります。
　更に、校務支援システムの機能強化、不登校支援員、
校内自立支援教室の追加設置、ハート教室の機能強化
を行ってまいります。
　放課後の子どもの居場所については、放課後児童ク
ラブ等に加え、学校やムラヤー等を活用し多様な居場
所づくりに努めてまいります。
　コロナ禍で中断していた、中高生を対象とした外国
語や異文化を体験学習する機会を再開し、語学力と心
の豊かさを養うとともに、国際性豊かな人材を育成す

るための海外短期留学やＥＳＬキャンプを実施してま
いります。
　馬天小学校の整備については、令和４年度に引き続
き、新校舎やスタンドの整備を進めてまいります。
　また、環境に配慮した学校づくりのため、引き続き、
市内小中学校照明のＬＥＤ化、知念中学校の屋外環境
整備、玉城中学校の昇降機設置、市内小中学校トイレ
を誰もが利用しやいよう改修し、快適な教育環境の整
備に努めてまいります。

　（２） ひとが活きる

　近年、価値観の多様化と少子高齢化の進行などによ
り人とのつながりが希薄化し、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、南城市の魅力のひとつでもある地
域コミュニティ力が低下しつつあります。
　地域活動を再開することが困難な地域も生じてきて
おりますが、地域住民の融和と伝統文化の継承は、本
市が進める共助のまちづくりの基盤であり、地域力を
高めるため、ムラヤ―活性化事業支援臨時助成金を交
付し、ムラヤ―構想の実現を目指してまいります。
　地域コミュニティの活性化や若い世代の定住促進を
図るため、新婚世帯の住居費や引越しなど費用の一部
を経済的支援する「結婚新生活支援事業」を引き続き実
施してまいります。
　若者世代の定住促進、自治会の担い手不足を解消す
るため、三世代同近居支援補助金を見直し、子育てし
やすい環境づくり、高齢者の孤立防止・人口減少対策
に努めてまいります。
　また、一部過疎地域に指定された知念地域について
は、若者世代の移住定住強化支援として、補助額を加
算し交付いたします。
　なんじょう市民活動支援センターを拠点に、共助の
まちづくりを推進するため、地域や市民活動団体等と
のネットワークの構築、相談業務並びに地域リーダー
の育成等に取り組んでまいります。
　また、シルバー人材センターについては、高齢者の
生きがいづくりにとどまらず、市の発展に大きく貢献
しており、更なる支援強化に向けて、改善点や課題点
等を整理したうえで支援策を検討してまいります。
　さまざまな分野において、女性が活躍できる環境づ

くりや男女共同参画実現のため、第２次南城市男女共
同参画行動計画改定版に基づき、関係機関との連携を
図りながら意識啓発などに取り組んでまいります。
　互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別
に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することがで
きる、誰もが活躍できる社会の実現を目指してまいり
ます。

　（３） くらしの質が高まる

　全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てで
きるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近
で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援
につなぐ伴走型相談支援の充実を図ってまいります。
　また、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育
て世帯等に対し、経済的負担軽減を図る出産・子育て
応援給付金事業を一体的に実施してまいります。
　子ども医療費助成について、令和６年度より対象年
齢を引き上げて、１８歳年度末までの医療費負担支援
に向け取り組んでまいります。
　高齢者の生きがい対策については、ムラヤ―で実施
しているミニデイサービスの活性化を図り、高齢者が
孤立せず健康で活動的に生活できるよう支援してまい
ります。併せて活動を支える地域ボランティアの育成
にも努めてまいります。
　地域包括支援センターについては、市内２か所に設
置した地域型センターと市直営の基幹型センターの連
携を密にし、機能強化を図ってまいります。
　また、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし
い生活が送れるよう地域包括ケアシステムの構築に取
り組んでまいります。
　障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう
関係機関と連携し、相談支援体制及び権利擁護の強化
を図り、地域生活拠点の充実に努めてまいります。
　経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなる恐れのある方に対し、引き続き個々の状
況に応じた、自立相談支援、住居確保給付金、一時生
活支援を行い、自立促進に向け生活のサポートに努め
てまいります。
　生活保護については、引き続き受給者の自立に向け
て医療、介護、就労及び学習などのきめ細かい支援を
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んでまいります。
　令和４年５月より南城市つきしろインターチェンジ
南土地区画整理組合による土地区画整理事業が工事着
手しております。大型商業施設の誘致など、引き続き、
組合と連携を図りながら都市拠点の形成に向け取り組
んでまいります。
　市役所周辺の先導的都市拠点は、立地を生かし賑わ
いのあるエリアとしていくため、公共だけでなく、
PPP ／ PFIなどの公民連携等の活用を視野に入れ、魅
力的な都市づくりに向け取り組んでまいります。
　斎場御嶽周辺については、多くの観光客が訪れてお
り、市内国道沿いの樹木伐採を強化し、魅力的な観光
地としての景観形成に取り組んでまいります。
　令和５年４月よりＮバスの一部ルートやダイヤの見
直しを行い、利便性の向上や市外線バスとの接続の充
実を図ってまいります。
　「Ｎバス」及び「おでかけなんじぃ」の運行を継続し、
市民、観光客の移動手段を確保してまいります。
　また、６５歳以上及び障がい者の市民に対するＮバ
ス乗車運賃の無償化を実施いたします。
本市には、多くの公共施設が更新時期を迎えており、

大きな費用負担が想定されております。財源の確保や
民間活力等、さまざまな手法を検討し、公共施設や機
能の最適化を図ることは、喫緊の課題となっております。
　特に老朽化の進む施設については、地域に残すべき
機能、統合すべき機能を整理し、施設再編を進めてま
いります。
　大里北小学校跡地利用については、跡地の活用を通
して地域が元気になれるよう、事業を推進してまいり
ます。
民間事業者の持つノウハウを活用するとともに、指

定管理者の適正な運営等を管理し、施設の利用促進や
さまざまなスポーツ教室を実施するなど社会体育施設
等１４施設については、指定管理を継続してまいります。
流域関連公共下水道区域の大里処理分区について、

流域下水道幹線として県に対し整備を要請し、大里地
区公共下水道の早期整備に向け取り組んでまいります。
　また、集落排水汚水処理場の機械設備等の更新を行
い、維持管理費の軽減に努め、下水道未接続世帯への
接続を促進し健全な運営体制を目指してまいります。
　上水道については、今後も市民への良質な水の安定
供給を図るため、水道施設の適切な維持管理を行いま

す。また、老朽化が著しい糸数配水池の工事を令和６
年度の竣工を目指し、基盤強化に努めてまいります。
　また、国が推進している自治体ＤＸを迅速に対応す
るため、「南城市ＤＸ推進計画」を策定し、令和５年度
より本格的にデジタル技術を活用した事業を展開して
まいります。
自治体ＤＸについては、ＬＩＮＥを活用したオンライ
ン申請の充実、マイナンバーカードの利活用と普及促
進に取り組み、行政事務の効率化を図ってまいります。
　デジタル田園都市構想については、地域におけるさ
まざまな課題についてデジタル技術を活用し、市民の
利便性の向上、過疎対策、若者の定住促進、観光振興、
各産業の活性化など、地域の魅力向上や都市部との格
差解消に向けて取り組んでまいります。

　以上が、令和５年度の主要施策の説明となります。
ここで申し述べた施策以外の事業についてもさまざま
な制度や事業を活用して、「日本一元気で魅力あるま
ちづくり」の実現に向け全力で取り組んでまいります。

　３．令和５年度行財政改革について

　市の財政状況については、依然として厳しい状況が
続くことが予想されます。
　今後も社会情勢の変化や多様化・高度化する市民
ニーズによる行政需要の増加が見込まれ、さらなる行
財政改革が求められます。
　行政改革の指針となる「第４次南城市行政改革大綱」
に基づき、情報技術の積極的な活用などさまざまな施
策を実施し、歳入の確保と行政運営の効率化を図り、
将来を見据えた堅実で持続可能な行財政運営に向け取
り組んでまいります。
　市民の利便性の向上に加え、電子決裁の導入をはじ
めとする内部事務の省力化を図り、業務の効率性・生
産性を高め、これからの時代にふさわしい行政サービ
スのあり方、また、市が直面する重要課題や今後の施
策への取り組みを加速化させるため、時代に即した柔
軟に対応できる総合的かつ横断的な組織体制の構築を
検討してまいります。

　４．令和５年度当初予算について

　以上、申し上げました政策、施策を実行するため令
和５年度当初予算は、

　　　一般会計　２７，１３２，５９７千円
　　　特別会計　　６，３１５，９５１千円
　　　企業会計　　４，６５７，６０１千円
　　　総　　計　３８，１０６，１４９千円

の規模となっております。
　歳入では、個人所得や住宅建築の増加により市税は
増加を見込んでいるものの、歳入総額における自主財
源の割合は依然として低く、地方交付税等に大きく依
存した財政構造となっております。
　歳出では、社会保障費等の義務的経費の増加のほか、
馬天小学校校舎改築や道路橋梁の整備などで普通建設
費も増加しております。
　令和５年度の主な新規事業として、電子黒板等学校
ICT機器機能強化及び整備事業、公立大里こども園の
開園、玉城中学校エレベーター設置事業、大里南小学
校校舎増築事業、老朽化した公共施設の解体などを予
算計上しております。
　予算編成においては、今後、予想される普通建設事
業費の増加により厳しい行財政運営が見込まれること
から、必要な事業を厳選しつつ、事務事業の取捨選択
に取り組み市民が将来に明るい展望が持てるような施
策の展開を図ることを基本に予算を編成しました。

　むすびに

　冒頭でも申し上げましたとおり、私は、人と人との
繋がりを大切にし、すべての市民の幸せと繁栄を願い、
常に感謝の気持ちで、公平・公正な立場から市民を支
えていく決意であります。
　令和５年度は、第２次総合計画の後期基本計画の初
年度となります。
　市政運営の９つの基本政策を柱とし、南城市総合計
画に掲げる５つの基本方針に基づき、総合的なまちづ
くりを推進してまいります。
　各施策の取り組みについては、市民や議員の皆さま
からのご意見を拝聴するとともに、丁寧な説明及び積
極的な情報発信に努めてまいります。
　以上、市政運営に臨む基本姿勢と、所信の一端を申
し述べましたが、市民の皆さま並びに議員の皆さまの
ご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げ、令和５年
度の施政方針といたします。

　令和５年３月２日
南城市長　古謝　景春

実施してまいります。
　地域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、
一人ひとりの支援ニーズに対応できるよう、「相談支
援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体
的に実施する体制等の仕組みづくりに取り組んでまい
ります。
　国民健康保険事業特別会計については、毎年赤字が
発生し、非常に厳しい財政運営を強いられており、こ
れを補填するために一般会計からの法定外繰入を実施
しております。健全な財政運営を図り、国民健康保険
事業を持続的に運営するため、国民健康保険税率の改
正を検討してまいります。あわせて、医療費の伸びの
抑制、適正化のため、生活習慣病の重症化予防に向け
た取り組みについても強化してまいります。
　安心して暮らせる環境づくりのため、各自治会へ防
犯灯の設置工事費の補助を行い、防犯対策に努めてま
いります。
　悲惨な事故を減らすため、地域、各種団体や警察と
連携して交通安全活動を行い、交通安全意識の向上に
努めてまいります。
　また、消費トラブルの未然防止を図るため、消費生
活相談、情報提供と啓発活動に取り組んでまいります。
　令和４年度は、尚巴志王生誕650周年の記念大会
と位置づけ、新型コロナウイルス感染症の影響により
延期していた第19回尚巴志ハーフマラソン大会を3
年ぶりに再開しました。
　今年は、第20回大会と記念イベントを実施し、更
なる地域振興を目指して取り組んでまいります。
　その他に、市民の体力向上や、精神的なストレスの
発散、生活習慣病の予防など、心身の両面にわたる、
健康の保持促進に資するためのスポーツ大会の開催等
スポーツに親しむ機会づくりを創出してまいります。
　国際交流については、海外移住者の子弟を研修生と
して受け入れ、国際交流思想の高揚に繋げるとともに
沖縄が誇る人的財産である海外のウチナーンチュとの
絆を深め、ウチナーネットワークの継承を図ってまい
ります。
　歴史民俗資料館の整備については、現在、策定中の
歴史文化発信拠点基本構想に基づき基本計画を策定し
てまいります。
　国指定文化財の整備については、各史跡の整備基本
計画に基づき、文化庁補助事業を活用して、城壁等整

備や保全に取り組んでまいります。
　また、地域に根差した歴史遺産や伝統芸能等のデジ
タル化による保存を進めるとともに、小中学校や自治
会での地域学習や定期的な情報発信による観光誘客に
繋げてまいります。
　本市の文化芸術振興拠点であるシュガーホールで
は、音楽専用ホールの特徴を活かし、市民に広く親し
まれる文化事業を開催するとともに、貸館としての利
活用を推進してまいります。
　また、二酸化炭素排出量の削減を図るため、施設の
照明機器を省エネ型の機器への切り替えを進め施設の
機能強化に努めてまいります。
　災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障が
い者などの避難行動要支援者に対し、迅速な支援が行
えるよう避難支援等関係者との連携のもと避難行動要
支援者名簿の提供に関する協定の締結及び個別避難計
画を作成し、避難行動要支援者の支援体制の構築に取
り組んでまいります。
　気候変動等により甚大化する大雨被害や大地震・津
波等による大規模災害等に備え、島尻消防をはじめ、
国や県、県内外の市町村、防災関係機関等と連携した
実践的な防災訓練等を実施してまいります。また、公
共駐車場を拠点とした、広域防災拠点の活用策につい
て検討してまいります。
　三方を海に囲まれ海抜の低い地域に多くの市民が暮
らしており、災害時における高台への避難ルートの確
保も急務となっております。
　南部東道路の早期開通に向けた取り組みと併せて、
南城つきしろインターチェンジから東部地域（低地部）
への延伸について取り組んでまいります。
　佐敷中学校については、築３３年が経過しており、
今後、大規模改修工事が予定されております。敷地が
海に隣接しており海抜が低いため、津波、高潮対策と
して高台移転の検討を進めてまいります。
　停電対策として、令和２年度に市道知念１号線の電
線共同溝が完成しており、現在、電力・通信事業者にて、
架空線の電線・電柱の撤去に向け民有地の引き込み工
事を進めております。
　また、国道３３１号久手堅・津波古地内では、電線
共同溝整備道路の指定を受けており、事業主体の南部
国道事務所と連携し整備に取り組んでまいります。
令和４年度に佐敷海岸海辺まちづくり構想を策定し、

佐敷地域海岸における課題解決に向け、引き続き関係
機関と連携し解決に向けて取り組んでまいります。

　（４） 地域が元気になる

　新型コロナウイル感染症の影響で落ち込んだ観光需
要喚起につなげる取組として、世界水準のウェルネス・
カルチャーリゾートの実現を目指し、体験プログラム
を開発するなど、地域資源と観光を融合させた体験滞
在型「感幸（観光）」の推進に努めてまいります。
　また、本市が舞台となったアニメ「白い砂のアクア
トープ」を観光資源としたアニメツーリズムについて
も推進してまいります。
　南部地域や東海岸地域などの近隣市町村と連携し、
観光客の利便性向上に向け、Ｎバスなどの公共交通を
活用した広域観光に取り組んでまいります。
　プロサッカーキャンプ誘致に向けて、南城市陸上競
技場における天然芝生の適正管理を行い、キャンプ受
入に適した環境整備を行ってまいります。
　公共駐車場を活用した市内事業者や各種団体のイベ
ントの開催を支援するなど、市内事業者や各種団体、
商工会等と連携し、地域経済の活性化に繋がる取組を
検討してまいります。
　南城ブランド確立のため、引き続き、市内事業者や
商工会並びに観光協会と連携を図り、新たな商品開発
を模索し、南城セレクション認定制度やふるさと納税
制度を活用した市産商品のPRや支援に努めてまいり
ます。
　農業の安定経営支援については、農産物の安定生産
及び安定供給に向けて令和４年度に引き続き耐候性ハ
ウスを整備してまいります。
　また、南城市産モズクが拠点産地に認定されたこと
により、広報誌やホームページ等を活用し、消費拡大
に向けた取り組みを行ってまいります。
　畜産業の振興については、品質の良い子牛の安定生
産と生産乳量の増加を図るため、継続して優良繁殖牛、
優良乳用牛の母牛の導入及び保留牛の確保を推進して
まいります。
　また、畜産物の安定生産に向けた支援を行うため、
飼料用さとうきびの圃場を確保し、循環型農業の拡充
に取り組んでまいります。

　水産業の振興については、漁業の健全な発展及び水
産物の安定供給を図るため、奥武漁港、志喜屋漁港、
久高漁港等の機能保全と施設整備の充実に取り組んで
まいります。
　農地の中間管理事業については、沖縄県農地中間管
理機構と連携し、出し手の掘り起しと担い手への集積
を行います。また、各種補助事業等を活用し、耕作放
棄地の解消に取り組んでまいります。
　将来的に持続可能で本格的な農業を目指し、本市の
農業における課題解決を担える人材を育成するため令
和４年度に引き続き「なんじょう市民農業大学」を開講
いたします。
　農業の更なる振興に向け、冠水被害の解消などの農
用地の保全対策として、農業水路等長寿命化・防災減
災事業（佐敷与那嶺原地区、愛地寅野原地区）の実施、
緊急浚渫推進事業債を活用し、雄樋川の防災機能強化
に取り組んでまいります。又、ため池等整備事業にて
知念安間原地区における農地保全対策に取り組んでま
いります。
　農業生産基盤整備については、県営かんがい排水事
業の吉富地区、中山・志堅原地区や一部供用開始した
雄樋川２期地区の整備を引き続き事業主体の沖縄県と
地元との連携を図り、早期供用開始に向けて取り組ん
でまいります。

　（５） まちが整う

　２０年後の未来を見据え、南部東道路の供用開始や
土地区画整理事業等、市の情勢の変化に対応するため
昨年度に引き続き、都市計画マスタープランの見直し
に取り組んでまいります。
　本市の将来のまちづくりの根幹である南部東道路に
ついては、令和３年３月に一部区間が暫定２車線で供
用開始されたものの、未だ全体計画の２７％（２ｋｍ
／７．４ｋｍ）に留まっております。
　現在の進捗状況では、沖縄県が目標とする令和８年
度の全線供用開始は見通せない状況にあります。早期
開通に向けて、国と県に対し整備促進について要請し
てまいります。
　また、南部東道路を軸とした道路網整備を計画的に
進め、利便性の高い交通ネットワ－クの形成に取り組

　２．令和５年度の主要施策について

　総合計画の基本方針に沿って、概要についてご説明
いたします。

　（１） ひとが育つ

　子どもたちは無限の可能性を秘めています。南城市
の未来を担う子ども達の成長のため、市民と一丸と
なって子ども達の可能性を広げるための環境づくりに
取り組んでまいります。
　令和４年４月に公私連携玉城こども園及び知念こど
も園が開園し、令和５年４月には、公立大里こども園
及び公私連携佐敷こども園が開園します。
　公立および公私連携認定こども園を中心に地域子育
て支援拠点事業の充実を図り、保護者の孤立感、負担
感の軽減に努め、子育て家庭への支援に取り組んでま
いります。
　教育・保育環境の確保及び充実については、各種補
助事業を活用し、保育士の働きやすい環境づくりに努
め、保育士確保と待機児童解消に努めてまいります。
また、一体的な幼児教育・保育を推進するため、幼

児教育センターを核として、市内の教育・保育施設等
に勤める保育士等に、研修や巡回訪問、公開保育等を
通して、教育・保育の質の向上に取り組んでまいります。
　また、保幼こ小（保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校）連携の強化により、教育の連続性・一貫性を
確保しながら子ども達に体系的な教育が行えるよう環
境整備に取り組んでまいります。
　切れ目のない包括的支援の実現に向け、コーディ
ネート機能を備えた相談窓口として、「こども相談課」
を新設し、相談業務の充実を図るとともに、必要な支
援へつなげてまいります。
　また、新たに看護師や心理士を配置し、医療的ケア
児や特別な支援を必要とする乳幼児への適切な教育・
保育を実施してまいります。
　小中学校の授業においては、タブレットと電子黒板
を活用したよりわかりやすい授業で、児童生徒の学習
意欲・理解の向上を図るため、昨年度に引き続きモニ
ター型電子黒板を導入してまいります。
　各小学校においては、コミュニティ・スクールを導

入し、支え合いの希薄化、人口減少、教職員の負担増
などの学校や地域が抱える課題を、地域と連携・協働
して市全体で未来を担う子どもたちを支えるネット
ワークを形成し、地域の力を活かした学校運営に取り
組んでまいりました。
　令和５年度からは各中学校へコミュニティ・スクー
ルを導入し、地域の未来を担う人材育成のため、当事
者意識をもって子供の健やかな成長を支えていく地
域・社会総がかりによる地域とともにある学校づくり
の実現に向け取り組んでまいります。
　知念地域においては、過疎化や少子高齢化など社会
の変化による地域課題や学校課題に取り組むため、予
てより小中一貫教育の導入を検討してまいりました。
　令和５年度より、小中連携の強化や地域と学校が協
働し、地域の将来を担う子供の育成を図るためのモデ
ルづくりに取り組んでまいります。
児童生徒が生まれ育った環境に左右されることなく、
安心して学校に通うことができるよう、各地区にスクー
ルソーシャルワーカーを配置するとともに、学校内外
の関係機関と連携・調整を図りながら、児童生徒が抱
えるさまざまな問題解決に取り組んでまいります。
　また、市内小中学校においてスクリーニングを導入
し、支援対象児童・生徒の実態把握に努め、早期対応
を行ってまいります。
　市の発展に貢献する人材を輩出することを目的に、
意欲ある学生が経済的理由により、高等教育機関への
進学を断念することなく、将来へ希望が持てるよう、
新たに給付型奨学金及び市育英事業に貸費型入学準備
金を創設し、学習する環境を支援してまいります。
　不登校児童生徒の社会的自立や不登校未然防止のた
め、各種施策を展開し、学校現場の支援体制強化を図
ることを目的に、不登校児童生徒支援体制強化事業を
昨年度に引き続き実施してまいります。
　更に、校務支援システムの機能強化、不登校支援員、
校内自立支援教室の追加設置、ハート教室の機能強化
を行ってまいります。
　放課後の子どもの居場所については、放課後児童ク
ラブ等に加え、学校やムラヤー等を活用し多様な居場
所づくりに努めてまいります。
　コロナ禍で中断していた、中高生を対象とした外国
語や異文化を体験学習する機会を再開し、語学力と心
の豊かさを養うとともに、国際性豊かな人材を育成す

るための海外短期留学やＥＳＬキャンプを実施してま
いります。
　馬天小学校の整備については、令和４年度に引き続
き、新校舎やスタンドの整備を進めてまいります。
　また、環境に配慮した学校づくりのため、引き続き、
市内小中学校照明のＬＥＤ化、知念中学校の屋外環境
整備、玉城中学校の昇降機設置、市内小中学校トイレ
を誰もが利用しやいよう改修し、快適な教育環境の整
備に努めてまいります。

　（２） ひとが活きる

　近年、価値観の多様化と少子高齢化の進行などによ
り人とのつながりが希薄化し、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、南城市の魅力のひとつでもある地
域コミュニティ力が低下しつつあります。
　地域活動を再開することが困難な地域も生じてきて
おりますが、地域住民の融和と伝統文化の継承は、本
市が進める共助のまちづくりの基盤であり、地域力を
高めるため、ムラヤ―活性化事業支援臨時助成金を交
付し、ムラヤ―構想の実現を目指してまいります。
　地域コミュニティの活性化や若い世代の定住促進を
図るため、新婚世帯の住居費や引越しなど費用の一部
を経済的支援する「結婚新生活支援事業」を引き続き実
施してまいります。
　若者世代の定住促進、自治会の担い手不足を解消す
るため、三世代同近居支援補助金を見直し、子育てし
やすい環境づくり、高齢者の孤立防止・人口減少対策
に努めてまいります。
　また、一部過疎地域に指定された知念地域について
は、若者世代の移住定住強化支援として、補助額を加
算し交付いたします。
　なんじょう市民活動支援センターを拠点に、共助の
まちづくりを推進するため、地域や市民活動団体等と
のネットワークの構築、相談業務並びに地域リーダー
の育成等に取り組んでまいります。
　また、シルバー人材センターについては、高齢者の
生きがいづくりにとどまらず、市の発展に大きく貢献
しており、更なる支援強化に向けて、改善点や課題点
等を整理したうえで支援策を検討してまいります。
　さまざまな分野において、女性が活躍できる環境づ

くりや男女共同参画実現のため、第２次南城市男女共
同参画行動計画改定版に基づき、関係機関との連携を
図りながら意識啓発などに取り組んでまいります。
　互いに人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別
に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することがで
きる、誰もが活躍できる社会の実現を目指してまいり
ます。

　（３） くらしの質が高まる

　全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てで
きるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近
で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援
につなぐ伴走型相談支援の充実を図ってまいります。
　また、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育
て世帯等に対し、経済的負担軽減を図る出産・子育て
応援給付金事業を一体的に実施してまいります。
　子ども医療費助成について、令和６年度より対象年
齢を引き上げて、１８歳年度末までの医療費負担支援
に向け取り組んでまいります。
　高齢者の生きがい対策については、ムラヤ―で実施
しているミニデイサービスの活性化を図り、高齢者が
孤立せず健康で活動的に生活できるよう支援してまい
ります。併せて活動を支える地域ボランティアの育成
にも努めてまいります。
　地域包括支援センターについては、市内２か所に設
置した地域型センターと市直営の基幹型センターの連
携を密にし、機能強化を図ってまいります。
　また、高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし
い生活が送れるよう地域包括ケアシステムの構築に取
り組んでまいります。
　障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう
関係機関と連携し、相談支援体制及び権利擁護の強化
を図り、地域生活拠点の充実に努めてまいります。
　経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなる恐れのある方に対し、引き続き個々の状
況に応じた、自立相談支援、住居確保給付金、一時生
活支援を行い、自立促進に向け生活のサポートに努め
てまいります。
　生活保護については、引き続き受給者の自立に向け
て医療、介護、就労及び学習などのきめ細かい支援を

一般会計
271 億
3,259 万 7千円

総計
381 億

614万 9千円

特別会計
63 億

1,595 万 1千円

企業会計
46 億 5,760 万 1千円

令和 5 年度  当初予算

一般会計
 福祉、教育、公共施設の整備、環境保全
など市町村の基本的な施策を行うための
会計です。

特別会計
 事業目的を限定し、特定の歳入を特定の
支出に充てて経理する会計で、国民健康
保険、後期高齢者医療などがあります。

企業会計
 独立採算による特定の事業を経理する会
計で水道事業会計と下水道事業会計があ
ります。
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子育てのお知らせ

旧・子育て支援課を
こども相談課 と こども保育課 に
再編いたしました

旧・子育て支援課を
こども相談課 と こども保育課 に
再編いたしました

「こども相談課」では必要な支援へつなぎ、切れ目のない包括的支援をする
ため、コーディネート機能を備えた総合相談窓口を設置します。

※ 市民課が所管していた児童手当、子ども医療
費助成、未熟児療育医療給付は、こども相談課
に移管しますが、住所異動や出生に伴う手続き
はこれまでどおり、市民課（総合窓口）にておこ
ないます。

�財政課 �917-5379 

こども保育課

中学生が英語で寸劇を披露
南城市中学生英語スキットコンテスト
�教育指導課   �917-5364 

　2月22日（水）に「令和4年度 南城市中学
生英語スキットコンテスト」をシュガー
ホールにて開催しました。発信力を高め
るために、生徒が考えたオリジナルのス
キット作品（寸劇）を披露するものです。
　中学1年生の部に5チーム、中学2年生
の部に4チームが参加。英語スキットを舞
台上で堂々と演じ、どのチームも工夫を
凝らした独創的で迫力のある発表でした。
　また、玉城中学校生徒による英語での
司会も見事！ 出場者は「楽しくて前よりも
英語が好きになった」と話していました。

中学1年生の部
最優秀賞　大里中学校
“Oni-chan and Magic Moochie”
（鬼いちゃんと魔法のムーチー） 

優秀賞　佐敷中学校
“Ryugu Nanjo” （竜宮南城）

中学２年生の部
最優秀賞　佐敷中学校
“The Wish from the Ocean”
（海からの願い）

優秀賞　大里中学校
“The Field Trip” （遠足）

917-5343

こども企画係
● こども政策
● 放課後児童クラブ（学童）
● 児童館

保育こども園係
● 保育所・こども園等
● 保幼こ小連携

こども相談課 917-5212

こども相談係
● こどもに関する総合相談窓口
● 医療的ケア児に関する相談

こども家庭係
● 家庭児童相談 ● 女性相談
● 子どもの貧困対策 ● 養育支援
● 子ども家庭総合支援拠点
● ファミリーサポートセンター 

給付助成係
● 児童手当 ● 児童扶養手当
● 特別児童扶養手当 ● 子ども医療費助成
● 未熟児療育医療給付
● 母子父子家庭等医療助成等

子育てのお知らせ
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ひとりで

悩まず、

お気軽に。

�教育指導課 �917-5364

就学援助制度
学用品や給食費など、学校生活
にかかる費用を援助します。
※所得制限があります。

�こども相談課  �917-5212
�080-1530-9640（直通携帯）

ファミリーサポートセンター

�大里こどもクリニック
�882-8444

病児保育室 大里キッズ
子どもが病気だけど仕事を
休めない時に。

子どもの送迎、預かりをサ
ポート会員が支援します。

�こども相談課  �917-5212

家庭児童相談室
児童の養育や児童虐待、離婚
やDV等の相談・支援。

�全国共通ダイヤル �189

児童相談所
虐待かもと思った時などに、
すぐに通告・相談ができます。

相談

いちはやく

知念図書館（知念児童館となり）
休館 ・・・・火曜
館内整理・・・第4木曜
�917-5310

玉城分館（百名小学校旧地域連携室）
休館 ・・・・月曜
館内整理・・・第3木曜
�917-5408

大里分館（改善センター 1階）
休館 ・・・・火曜
館内整理・・・第4木曜
�917-5332

佐敷分館（シュガーホール併設）
休館 ・・・・月曜
館内整理・・・第3木曜
�917-5543

市立図書館　開館時間 平日 9:00～18:00 / 土・日 9:00～17:00

● 土・日の12時～13時は休憩のため閉館。
● 全館休館 4月29日（土）　昭和の日

図書館からのお知らせ
本を借りるには
利用者カードが必要です♪
本を借りるには
利用者カードが必要です♪

南城市内に在住・在勤・在学の方にお作りできます。市内図書館へ、
お住まいの住所・勤務先などが確認できるものをご持参いただき、
お申し込みください。

●利用者カードは、お1人につき
1枚作成し、4館すべてでご利用
いただけます。

●利用者カードを作成しますと、
電子図書館の利用登録もでき、
お手持ちのスマホやタブレット
などからご利用になれます。

軽度・中等度難聴児
補聴器購入費等助成
�生きがい推進課
�917-5341

�こども保育課  �917-5343
�こども相談課  �917-5212

会計年度任用職員募集
子ども達のためにご協力を！

● 心理士 ● 家庭児童相談員
● 子ども家庭支援員 ● 保育コンシェルジュ
● 看護師
● 大里こども園配置
　 ・保育教諭（担任）
　 ・フリー保育教諭
　 ・特別支援教育支援員

次の要件を全て満たす18歳未満の児童を対 
象に、補聴器の購入・修理費の一部について
助成します。事前申請が必要です。

下記の職種を募集中です。詳細
は右のQRコードよりご確認く
ださい。

●南城市内に住所を有していること。
●両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障
害者手帳の交付対象とならないこと。 

● 補聴器の装用により、言語習得等に一定の
効果が期待できると、身体障害者福祉法第
15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医
師から判断されていること。

2XXXXXXXXX

�お問合せ　�電話（市外局番 098）　�FAX　�メールアドレス　�ホームページ
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2年間のカリキュラムを通じ、地域の課題を解決したり、魅力を発信したり、様々なアイディアを形に
する知識とノウハウを学びます。ご参加お待ちしております！（カリキュラム等の詳細はQRコードへ）

� なんじょう市民活動支援センター　�917-5541　� info@nansapo.jp
� https://www.nansapo.jp/

なんじょう♥市民大学 14期 受講生募集

4月1日(土)～6月9日(金)　　
30名（定員を超えた場合、選考を行います）

募集期間
定 員

南城市民及び南城市のまちづくりに興味がある方
なし（ただし、飲食や交通費等で実費をいただくことがあります）

対 象
参 加 料

今月の顔 ようこそ、
市長の部屋へ。

修了証書を手にする1期生の皆さん

受賞者の皆さま

令和4年度「なんじょう市民農業大学」の修了式が行わ
れ、1期生9名の方が修了しました。1期生の皆さんは
半年間、循環型農業、GAP（農業生産工程管理）、福
祉との連携のほか、土づくりから販売までの経営手法
を座学・フィールドワークを通して学んできました。

なんじょう市民農業大学修了式

五十嵐未来さん（写真手前）

大里中学校のOBで、今春に沖縄工業高校を卒業し
た五十嵐未来さんが、自作の会議テーブルを大里中
へ贈呈しました。同高校建築科で学んだ技術を活か
して製作したもの。五十嵐さんは「イメージ通りの
仕上がり。母校に恩返しができてうれしい」と笑顔。

永年にわたりスポーツ少年団の発展に貢献した団体
や、指導・育成に貢献した指導者が表彰されました。

母校へ会議テーブルを贈呈

令和4年度 南城市スポーツ少年団表彰者

みらいいがらし

・ 錬磨会（剣道）
れんまかい

・ 梶原治代（錬磨会：剣道）　
かじはら はるよ

・ 狩俣尚輝（錬磨会：剣道）
かりまた なおき

・ 呉屋太一（大里ベースボールキッズ：野球）
ごや  たいち

・ 金城元気（グスクキッカーズ：サッカー）
きんじょう げんき

・ 大城拓斗（グスクキッカーズ：サッカー）
おおしろ たくと

・ 太田守人（錬磨会：剣道）
おおた もりひと

・ 東江林（錬磨会：剣道）　
あがりえ はやし

・ 瑞慶覧伸（大里JFC：サッカー）
ずけらん　しん

・ グスクキッカーズ（サッカー）

団体表彰

個人表彰

6月1日 無料化スタート！　4月20日 申込み開始！6月1日 無料化スタート！　4月20日 申込み開始！
安心して通院や買い物等の外出する機
会と、生きがいと安らぎの持てる環境
の整備を図ることを目的に「南城市N
バス運賃支援事業」を開始します。

支援を受けるには、市の受付（同意書）と、NバスOKICA（オキカ）の購入（切替）・申込が必要となります。

対象者

実施期間
支援内容

南城市在住で、NバスOKICA（オキカ）を利用す
る下記のいずれかの方
❶ 65歳以上の方
❷ 障がい手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳）をお持ちの方

令和5年6月1日～令和8年3月31日
Ｎバス運賃を無料にします

申込開始日 4月20日（木）～
受付場所 生きがい推進課（1階4番窓口）
持参物 ● 来庁者および利用者の身分証（保険証または免

許証など）
 ● 障がい手帳をお持ちの方はご持参ください
OKICA購入費 1,000円

�生きがい推進課　�917-5341

Nバス無料！南城市在住の 65歳以上の方 または
障がい手帳をお持ちの方

支援を受けるには申込みが必要です

NバスOKICA（オキカ）

申込から交付の流れ ❶ 生きがい推進課で申込  →  ❷ 沖縄バス南城出張所で交付
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2年間のカリキュラムを通じ、地域の課題を解決したり、魅力を発信したり、様々なアイディアを形に
する知識とノウハウを学びます。ご参加お待ちしております！（カリキュラム等の詳細はQRコードへ）

� なんじょう市民活動支援センター　�917-5541　� info@nansapo.jp
� https://www.nansapo.jp/

なんじょう♥市民大学 14期 受講生募集

4月1日(土)～6月9日(金)　　
30名（定員を超えた場合、選考を行います）

募集期間
定 員

南城市民及び南城市のまちづくりに興味がある方
なし（ただし、飲食や交通費等で実費をいただくことがあります）

対 象
参 加 料

今月の顔 ようこそ、
市長の部屋へ。

修了証書を手にする1期生の皆さん

受賞者の皆さま

令和4年度「なんじょう市民農業大学」の修了式が行わ
れ、1期生9名の方が修了しました。1期生の皆さんは
半年間、循環型農業、GAP（農業生産工程管理）、福
祉との連携のほか、土づくりから販売までの経営手法
を座学・フィールドワークを通して学んできました。

なんじょう市民農業大学修了式

五十嵐未来さん（写真手前）

大里中学校のOBで、今春に沖縄工業高校を卒業し
た五十嵐未来さんが、自作の会議テーブルを大里中
へ贈呈しました。同高校建築科で学んだ技術を活か
して製作したもの。五十嵐さんは「イメージ通りの
仕上がり。母校に恩返しができてうれしい」と笑顔。

永年にわたりスポーツ少年団の発展に貢献した団体
や、指導・育成に貢献した指導者が表彰されました。

母校へ会議テーブルを贈呈

令和4年度 南城市スポーツ少年団表彰者

みらいいがらし

・ 錬磨会（剣道）
れんまかい

・ 梶原治代（錬磨会：剣道）　
かじはら はるよ

・ 狩俣尚輝（錬磨会：剣道）
かりまた なおき

・ 呉屋太一（大里ベースボールキッズ：野球）
ごや  たいち

・ 金城元気（グスクキッカーズ：サッカー）
きんじょう げんき

・ 大城拓斗（グスクキッカーズ：サッカー）
おおしろ たくと

・ 太田守人（錬磨会：剣道）
おおた もりひと

・ 東江林（錬磨会：剣道）　
あがりえ はやし

・ 瑞慶覧伸（大里JFC：サッカー）
ずけらん　しん

・ グスクキッカーズ（サッカー）

団体表彰

個人表彰

6月1日 無料化スタート！　4月20日 申込み開始！6月1日 無料化スタート！　4月20日 申込み開始！
安心して通院や買い物等の外出する機
会と、生きがいと安らぎの持てる環境
の整備を図ることを目的に「南城市N
バス運賃支援事業」を開始します。

支援を受けるには、市の受付（同意書）と、NバスOKICA（オキカ）の購入（切替）・申込が必要となります。

対象者

実施期間
支援内容

南城市在住で、NバスOKICA（オキカ）を利用す
る下記のいずれかの方
❶ 65歳以上の方
❷ 障がい手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳）をお持ちの方

令和5年6月1日～令和8年3月31日
Ｎバス運賃を無料にします

申込開始日 4月20日（木）～
受付場所 生きがい推進課（1階4番窓口）
持参物 ● 来庁者および利用者の身分証（保険証または免

許証など）
 ● 障がい手帳をお持ちの方はご持参ください
OKICA購入費 1,000円

�生きがい推進課　�917-5341

Nバス無料！南城市在住の 65歳以上の方 または
障がい手帳をお持ちの方

支援を受けるには申込みが必要です

NバスOKICA（オキカ）

申込から交付の流れ ❶ 生きがい推進課で申込  →  ❷ 沖縄バス南城出張所で交付
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令和５年度 狂犬病予防集合注射令和５年度 狂犬病予防集合注射

犬の飼い主には生後3カ月以上の犬に一生涯一度の登録と、年一度の狂犬
病予防注射を受けさせる義務があります。必ず狂犬病予防注射を受けさせ
ましょう。

狂犬病は犬だけの病気ではありません！ 人にも感染し、発症した場合はほぼ100％死に至ると
ても怖い病気です。人への感染の95％以上は犬からの咬傷事故で、世界中で毎年約5万5千人
が死亡しています。狂犬病予防注射であなたの愛犬、家族、そして社会を守ることができます。

● 納付書・・・5月上旬に発送予定
● 納期限・・・令和5年5月31日（水）

�生活環境課　�917-5318

軽自動車税の納付・減免
5月は軽自動車税の納付月・減免の受付期間です
軽自動車税の納付・減免
5月は軽自動車税の納付月・減免の受付期間です

軽JNKSで車検時の納税証明書提示が原則不要に軽JNKSで車検時の納税証明書提示が原則不要に

�税務課　�917-5328

�税務課　�917-5328

各区集合注射の日程 各字公民館等で行います。お住まいの区域と別日・別所でも注射を受けられます。

4月22日（土）  5月13日（土）

5月20日（土）  5月27日（土）

山里
志喜屋
親慶原
垣花
仲村渠
百名
新原
玉城

9:00~  9:15
9:25~10:15
10:30~11:40
13:00~13:30
13:40~14:10
14:20~15:00
15:10~15:30
15:40~16:00

中山
奥武
志堅原
堀川
富里
當山
屋嘉部
糸数
喜良原

9:00~  9:20
9:30~10:30
10:40~11:10
11:20~11:50
13:10~13:40
13:50~14:20
14:30~14:50
15:00~15:30
15:40~16:00

船越
前川
愛地
西原
南風原
平良
古堅
嶺井団地
嶺井

9:00~10:00
10:10~11:00
11:10~11:50
13:10~13:30
13:40~14:00
14:10~14:30
14:40~15:00
15:10~15:30
15:40~16:00

島袋
福原
当間
仲程
大里団地
銭又
平川
高宮城
ﾆｭｰﾀｳﾝ

9:00~  9:30
9:40~10:10
10:20~10:50
11:00~11:20
11:30~11:50
13:10~13:40
13:50~14:20
14:30~14:50
15:00~15:30

大城
目取真
湧稲国
稲嶺
真境名
稲福
グリーンタウン
第2グリーンタウン

9:00~  9:40
9:50~10:20
10:30~10:50
11:00~11:50
13:10~13:40
13:50~14:20

14:30~15:30
15:40~16:00

津波古
屋比久
外間
佐敷
手登根
伊原

9:00~10:30
10:45~11:15
11:25~11:50
13:10~14:00
14:10~15:00
15:10~15:30

つきしろ
新里
小谷
新開
兼久
冨祖崎

9:00~10:00
10:10~11:10
11:20~11:50
13:10~14:10
14:20~14:50
15:00~15:30

具志堅
知念
吉富
久手堅
安座真
知名
海野
久原
仲伊保

9:00~  9:20
9:30~10:20
10:30~10:50
11:00~11:20
11:30~12:00
13:10~13:50
14:00~14:20
14:30~14:50
15:00~15:30

継続注射手数料

新規登録手数料および注射手数料

再交付手数料

● 悪天候等のため予防注射を中止する場合が
あります。

● 中止の場合は、市ホームページやQABデータ
放送で案内します。

● 集合注射以外に、市指定動物病院でも予防注
射、済票交付・登録等を行うことができます。

● 市指定動物病院は、市ホームページで確認、
もしくは生活環境課までお問合せください。

● 狂犬病予防注射料金 ・・・・・・・・・・・ 2,850円
● 注射済票交付手数料 ・・・・・・・・・・・・ 550円
● 合計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,400円

● 登録手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円
● 狂犬病予防注射料金 ・・・・・・・・・・・ 2,850円
● 注射済票交付手数料 ・・・・・・・・・・・・ 550円
● 合計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,400円

● 犬の鑑札再交付手数料 ・・・・・・・・・・ 1,600円
● 注射済票再交付手数料 ・・・・・・・・・・・ 340円

令和４年度以前に
軽自動車税を減免された方

下記の場合は、申請手続をしていただくことにより減免される場合があります。普通自動車も含めて、障が
いのある方1人につき1台のみ減免の対象となります。期限を過ぎると減免を受けることができません。

● 申請時に必要なもの
①障がい者手帳等 （身体・精神・療育 /手帳交付日が令和5年4月1日以前のもの） 
②運転する人の運転免許証の写し
③自動車検査証の写し
④令和5年度軽自動車税納税通知書 （5月上旬発送予定）
⑤マイナンバーがわかるもの

● 申請場所 税務課 （1階14番窓口）
● 申請期限 5月31日（水）まで

● 初度検査※1の後、13年を経過した車両は重
課税の税率が適用されます（右表）。

● 令和5年度は初度検査年月が平成22年3月以
前の車両が対象です｡

軽自動車税納付確認システム（軽JNKS）の運用開始によ
り継続検査窓口での納税証明書が原則不要となります。

● 対象・・・・・軽四輪、軽三輪の軽自動車
● 対象外・・・二輪・原付（バイク）・小型特殊

● 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録
されていない場合

● 年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取
得した場合

● 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
● 対象車両に過去の未納がある場合

※1 初度検査 … 新車購入時にナンバーを取得するための最初の検
査。初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。

※2 営業用とは、貨物軽自動車運送事業を行っている車両です（黒
ナンバー）。

車両区分   重課税の税率
三輪   4,600円
四輪以上 乗用 自家用 12,900円
  営業用※2 8,200円
 貨物用 自家用 6,000円
  営業用 4,500円

軽自動車税の税率について

対象となる場合 … 身体等に障がいのある方、または該当者と同一生計の方が所有している軽自動車で、
身体等に障がいのある方を通院・通学等のために運転している場合。

減免している車両や運転手、
障害の区分等に変更がない場
合は、新たに減免申請の手続
きをする必要はありません。
減免内容に変更が生じた場合
のみ、変更手続きを行ってく
ださい。

※ 障害の区分によっては減免を受けられない場合がありますので、
詳しくは市ホームページをご覧ください。

※ 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、従来通り紙の納税証明書が必
要となります。

※ 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録され
るまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早め
の納付をお願いします。

軽自動車税の減免について

以下の場合は
紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

�お問合せ　�電話（市外局番 098）　�FAX　�メールアドレス　�ホームページお知らせ
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令和５年度 狂犬病予防集合注射令和５年度 狂犬病予防集合注射

犬の飼い主には生後3カ月以上の犬に一生涯一度の登録と、年一度の狂犬
病予防注射を受けさせる義務があります。必ず狂犬病予防注射を受けさせ
ましょう。

狂犬病は犬だけの病気ではありません！ 人にも感染し、発症した場合はほぼ100％死に至ると
ても怖い病気です。人への感染の95％以上は犬からの咬傷事故で、世界中で毎年約5万5千人
が死亡しています。狂犬病予防注射であなたの愛犬、家族、そして社会を守ることができます。

● 納付書・・・5月上旬に発送予定
● 納期限・・・令和5年5月31日（水）

�生活環境課　�917-5318

軽自動車税の納付・減免
5月は軽自動車税の納付月・減免の受付期間です
軽自動車税の納付・減免
5月は軽自動車税の納付月・減免の受付期間です

軽JNKSで車検時の納税証明書提示が原則不要に軽JNKSで車検時の納税証明書提示が原則不要に

�税務課　�917-5328

�税務課　�917-5328

各区集合注射の日程 各字公民館等で行います。お住まいの区域と別日・別所でも注射を受けられます。

4月22日（土）  5月13日（土）

5月20日（土）  5月27日（土）

山里
志喜屋
親慶原
垣花
仲村渠
百名
新原
玉城

9:00~  9:15
9:25~10:15
10:30~11:40
13:00~13:30
13:40~14:10
14:20~15:00
15:10~15:30
15:40~16:00

中山
奥武
志堅原
堀川
富里
當山
屋嘉部
糸数
喜良原

9:00~  9:20
9:30~10:30
10:40~11:10
11:20~11:50
13:10~13:40
13:50~14:20
14:30~14:50
15:00~15:30
15:40~16:00

船越
前川
愛地
西原
南風原
平良
古堅
嶺井団地
嶺井

9:00~10:00
10:10~11:00
11:10~11:50
13:10~13:30
13:40~14:00
14:10~14:30
14:40~15:00
15:10~15:30
15:40~16:00

島袋
福原
当間
仲程
大里団地
銭又
平川
高宮城
ﾆｭｰﾀｳﾝ

9:00~  9:30
9:40~10:10
10:20~10:50
11:00~11:20
11:30~11:50
13:10~13:40
13:50~14:20
14:30~14:50
15:00~15:30

大城
目取真
湧稲国
稲嶺
真境名
稲福
グリーンタウン
第2グリーンタウン

9:00~  9:40
9:50~10:20
10:30~10:50
11:00~11:50
13:10~13:40
13:50~14:20

14:30~15:30
15:40~16:00

津波古
屋比久
外間
佐敷
手登根
伊原

9:00~10:30
10:45~11:15
11:25~11:50
13:10~14:00
14:10~15:00
15:10~15:30

つきしろ
新里
小谷
新開
兼久
冨祖崎

9:00~10:00
10:10~11:10
11:20~11:50
13:10~14:10
14:20~14:50
15:00~15:30

具志堅
知念
吉富
久手堅
安座真
知名
海野
久原
仲伊保

9:00~  9:20
9:30~10:20
10:30~10:50
11:00~11:20
11:30~12:00
13:10~13:50
14:00~14:20
14:30~14:50
15:00~15:30

継続注射手数料

新規登録手数料および注射手数料

再交付手数料

● 悪天候等のため予防注射を中止する場合が
あります。

● 中止の場合は、市ホームページやQABデータ
放送で案内します。

● 集合注射以外に、市指定動物病院でも予防注
射、済票交付・登録等を行うことができます。

● 市指定動物病院は、市ホームページで確認、
もしくは生活環境課までお問合せください。

● 狂犬病予防注射料金 ・・・・・・・・・・・ 2,850円
● 注射済票交付手数料 ・・・・・・・・・・・・ 550円
● 合計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,400円

● 登録手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円
● 狂犬病予防注射料金 ・・・・・・・・・・・ 2,850円
● 注射済票交付手数料 ・・・・・・・・・・・・ 550円
● 合計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,400円

● 犬の鑑札再交付手数料 ・・・・・・・・・・ 1,600円
● 注射済票再交付手数料 ・・・・・・・・・・・ 340円

令和４年度以前に
軽自動車税を減免された方

下記の場合は、申請手続をしていただくことにより減免される場合があります。普通自動車も含めて、障が
いのある方1人につき1台のみ減免の対象となります。期限を過ぎると減免を受けることができません。

● 申請時に必要なもの
①障がい者手帳等 （身体・精神・療育 /手帳交付日が令和5年4月1日以前のもの） 
②運転する人の運転免許証の写し
③自動車検査証の写し
④令和5年度軽自動車税納税通知書 （5月上旬発送予定）
⑤マイナンバーがわかるもの

● 申請場所 税務課 （1階14番窓口）
● 申請期限 5月31日（水）まで

● 初度検査※1の後、13年を経過した車両は重
課税の税率が適用されます（右表）。

● 令和5年度は初度検査年月が平成22年3月以
前の車両が対象です｡

軽自動車税納付確認システム（軽JNKS）の運用開始によ
り継続検査窓口での納税証明書が原則不要となります。

● 対象・・・・・軽四輪、軽三輪の軽自動車
● 対象外・・・二輪・原付（バイク）・小型特殊

● 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録
されていない場合

● 年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取
得した場合

● 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
● 対象車両に過去の未納がある場合

※1 初度検査 … 新車購入時にナンバーを取得するための最初の検
査。初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。

※2 営業用とは、貨物軽自動車運送事業を行っている車両です（黒
ナンバー）。

車両区分   重課税の税率
三輪   4,600円
四輪以上 乗用 自家用 12,900円
  営業用※2 8,200円
 貨物用 自家用 6,000円
  営業用 4,500円

軽自動車税の税率について

対象となる場合 … 身体等に障がいのある方、または該当者と同一生計の方が所有している軽自動車で、
身体等に障がいのある方を通院・通学等のために運転している場合。

減免している車両や運転手、
障害の区分等に変更がない場
合は、新たに減免申請の手続
きをする必要はありません。
減免内容に変更が生じた場合
のみ、変更手続きを行ってく
ださい。

※ 障害の区分によっては減免を受けられない場合がありますので、
詳しくは市ホームページをご覧ください。

※ 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、従来通り紙の納税証明書が必
要となります。

※ 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録され
るまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早め
の納付をお願いします。

軽自動車税の減免について

以下の場合は
紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

�お問合せ　�電話（市外局番 098）　�FAX　�メールアドレス　�ホームページお知らせ
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令和4年度
なんじょう♡市民大学修了式

2023
2/10

2023
2/19

スポーツを楽しむ
第1回 南城市スポ・レクフェスタ

2023
2/26

コスモス満開のハッピー広場
つはこ花咲かす会が初イベント

さまざまなスポーツの体験を通して、健康と体力づく
り、人との交流、明るく豊かな地域づくりを目指す『第
1回 南城市スポ・レクフェスタ』が、玉城総合体育館
で開催されました。初心者でも楽しめるスポーツのボッ
チャ、テニポン、モルック、ラダーゲッター、スカッ
トボールなどが体験できるイベントには、親子連れや
少年スポーツチームなど多くの来場者で賑わいました。

2023
3/4

文化協会が恒例の
「さんしんの日」イベント

南城市文化協会主催の『さんしんの日』イベントが、が
んじゅう駅南城の屋外特設ステージで開かれました。
13時、14時、15時の時報に合わせて『かぎやで風』が
演奏され、続いて琉球舞踊や創作舞踊も披露されまし
た。 また、民謡バンドショーも行われ、観光客や民謡
ファンなどが聞き入りました。

津波古区内を中心に花植えボランティア活動を行って
いる『つはこ花咲かす会』が、馬天シータウンにあるハッ
ピー広場で『コスモスまつり』を開催。同会は雑草が繁
茂していた広場の草刈りを行い、コスモスを植えて、
地域の憩いの場として蘇らせました。イベントでは地
域で活動しているサークルやバンド、佐敷中吹奏楽部
などが余興を行い、来場者を盛りあげました。

まちづくりのための市民リーダーを育成する『なんじょ
う市民大学』の修了式が、市役所1階の大会議室で行
われました。今年度は2年次を修了した12期生21名が
「なんじょう学士」の認定を受け、13期生34名が1年
次を修了となりました。12期生の渡武子さんは「同じ
思いを持った仲間に出会えてよかった」と活動を振り
返りました。

わたり たけこ

なんじょう日記
ホームページで
まちの話題、
もりだくさん。

国民年金の手続きが
マイナポータルから
申請できます
� ねんきん加入者ダイヤル　
� 0570-003-004
� 03-6630-2525（050から始まる電話）

マイナンバーカードを使って行政手続きができる
インターネット上の総合窓口です。

マイナポータルとは

対応する決済アプリをスマートフォンにインス
トールし、端末のカメラで納付書に印字されたバー
コードを読み取ることで、保険料を納付すること
ができるサービスです。

スマートフォン決済とは

● 24時間365日、申請ができます。
● スマートフォンから申請できます。
● 処理状況も申請結果も確認できます。

メリット

① 国民年金第1号被保険者加入の届出（退職後の厚
生年金からの変更等）

② 国民年金保険料免除・納付猶予の申請
③ 国民年金保険料学生納付特例の申請

対象手続き

国民年金保険料
令和5年度の納付書が発送されます
� 国保年金課　� 917-5327　� 浦添年金事務所　� 877-0343（②→②）

保険料の納め忘れがあると…
下記のような場合があります。納付が困難な場合は､
免除や猶予制度がありますので､ご相談ください｡
● 将来の老齢基礎年金が少なくなる
● 万一の事故や病気で障害が残ったときの障害
基礎年金が受けられない

● 一家の働き手が亡くなったときの遺族基礎年
金が受けられない

国民年金保険料の納付
● 定額保険料
● 付加保険料
● 納付期限
● 納付方法

16,520円（月額）
400円（月額）
納付対象月の翌月末日
納付書払（金融機関・郵便局・コンビニ
などの窓口）、口座振替、クレジット
カード納付、スマートフォン決済など

国民年金第1号被保険者のうち、現金（納付書）で納付されている方に、日本年金機構から令和5
年度分（令和5年4月～令和6年3月）の納付書をお送りします。（注：保険料の一部が免除されて
いる方は、4月～6月までの納付書）

手続にはマイナンバーカードと、その
受取り時に設定したパスワードが必要
です。詳細は右のQRコードへ。

｢利用者登録｣が必要です
● auPAY　● ｄ払い　● PayPay
● PayB（PayBと提携している各金融機関が提供
する決済アプリを含む）

対象決済アプリ（令和5年2月20日時点）

国民年金保険料が
スマートフォンで
納付できます
� 国保年金課　� 917-5327
� 浦添年金事務所　� 877-0343（②→②）

国民年金保険料の納付がスマートフォンの
電子決済（キャッシュレス決済）で可能にな
りました。

�お問合せ　�電話（市外局番 098）　�FAX　�メールアドレス　�ホームページお知らせ
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令和4年度
なんじょう♡市民大学修了式
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第1回 南城市スポ・レクフェスタ

2023
2/26

コスモス満開のハッピー広場
つはこ花咲かす会が初イベント

さまざまなスポーツの体験を通して、健康と体力づく
り、人との交流、明るく豊かな地域づくりを目指す『第
1回 南城市スポ・レクフェスタ』が、玉城総合体育館
で開催されました。初心者でも楽しめるスポーツのボッ
チャ、テニポン、モルック、ラダーゲッター、スカッ
トボールなどが体験できるイベントには、親子連れや
少年スポーツチームなど多くの来場者で賑わいました。

2023
3/4

文化協会が恒例の
「さんしんの日」イベント

南城市文化協会主催の『さんしんの日』イベントが、が
んじゅう駅南城の屋外特設ステージで開かれました。
13時、14時、15時の時報に合わせて『かぎやで風』が
演奏され、続いて琉球舞踊や創作舞踊も披露されまし
た。 また、民謡バンドショーも行われ、観光客や民謡
ファンなどが聞き入りました。

津波古区内を中心に花植えボランティア活動を行って
いる『つはこ花咲かす会』が、馬天シータウンにあるハッ
ピー広場で『コスモスまつり』を開催。同会は雑草が繁
茂していた広場の草刈りを行い、コスモスを植えて、
地域の憩いの場として蘇らせました。イベントでは地
域で活動しているサークルやバンド、佐敷中吹奏楽部
などが余興を行い、来場者を盛りあげました。

まちづくりのための市民リーダーを育成する『なんじょ
う市民大学』の修了式が、市役所1階の大会議室で行
われました。今年度は2年次を修了した12期生21名が
「なんじょう学士」の認定を受け、13期生34名が1年
次を修了となりました。12期生の渡武子さんは「同じ
思いを持った仲間に出会えてよかった」と活動を振り
返りました。

わたり たけこ

なんじょう日記
ホームページで
まちの話題、
もりだくさん。

国民年金の手続きが
マイナポータルから
申請できます
� ねんきん加入者ダイヤル　
� 0570-003-004
� 03-6630-2525（050から始まる電話）

マイナンバーカードを使って行政手続きができる
インターネット上の総合窓口です。

マイナポータルとは

対応する決済アプリをスマートフォンにインス
トールし、端末のカメラで納付書に印字されたバー
コードを読み取ることで、保険料を納付すること
ができるサービスです。

スマートフォン決済とは

● 24時間365日、申請ができます。
● スマートフォンから申請できます。
● 処理状況も申請結果も確認できます。

メリット

① 国民年金第1号被保険者加入の届出（退職後の厚
生年金からの変更等）

② 国民年金保険料免除・納付猶予の申請
③ 国民年金保険料学生納付特例の申請

対象手続き

国民年金保険料
令和5年度の納付書が発送されます
� 国保年金課　� 917-5327　� 浦添年金事務所　� 877-0343（②→②）

保険料の納め忘れがあると…
下記のような場合があります。納付が困難な場合は､
免除や猶予制度がありますので､ご相談ください｡
● 将来の老齢基礎年金が少なくなる
● 万一の事故や病気で障害が残ったときの障害
基礎年金が受けられない

● 一家の働き手が亡くなったときの遺族基礎年
金が受けられない

国民年金保険料の納付
● 定額保険料
● 付加保険料
● 納付期限
● 納付方法

16,520円（月額）
400円（月額）
納付対象月の翌月末日
納付書払（金融機関・郵便局・コンビニ
などの窓口）、口座振替、クレジット
カード納付、スマートフォン決済など

国民年金第1号被保険者のうち、現金（納付書）で納付されている方に、日本年金機構から令和5
年度分（令和5年4月～令和6年3月）の納付書をお送りします。（注：保険料の一部が免除されて
いる方は、4月～6月までの納付書）

手続にはマイナンバーカードと、その
受取り時に設定したパスワードが必要
です。詳細は右のQRコードへ。

｢利用者登録｣が必要です
● auPAY　● ｄ払い　● PayPay
● PayB（PayBと提携している各金融機関が提供
する決済アプリを含む）

対象決済アプリ（令和5年2月20日時点）

国民年金保険料が
スマートフォンで
納付できます
� 国保年金課　� 917-5327
� 浦添年金事務所　� 877-0343（②→②）

国民年金保険料の納付がスマートフォンの
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りました。
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【広告】【広告】 【広告】

4月は固定資産税第1期の納付月となっておりま
す｡納め忘れのないよう早めの納付をお願いし
ます｡　※口座振替日は4月20日（木）です｡

納期限 :令和5年5月1日（月）

2月2日よりローソン南城大城店付近交差点の
信号機サイクルが変更されました。

令和5年4月分から、下記のとおり手当の月
額が変更となります。

障害児福祉手当・特別障害者手当
の月額変更

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧について
�税務課　�917-5328�都市計画課　�917-5350�生きがい推進課

�917-5341

土地を有償で譲渡する場合は
届出が必要です（公拡法）

縦覧帳簿には市内にある土地・家屋の価格等
が記載されています。自分の所有する土地や
家屋の価格とほかの土地や家屋の価格と比
較し、適正に評価されているかを確認できる
制度となっており、縦覧期間中のみ縦覧する
ことができます。

● 縦覧期間

● 受付時間

4月3日（月）～5月1日（月）
（土・日・祝日を除く）
8:30～17:15
（12:00～13:00除く）

下記のいずれの場合も、都市計画課に届け
出る必要があります。
● 一定面積以上の土地の有償譲渡する
● 地方公共団体等に買取りの希望を申し出る

広報なんじょう3月号裏表紙『令和5年度4月
よりNバスの運行を見直します』の記事中「ダ
イヤ変更」の一部に誤りがありました。訂正し
てお詫び申し上げます。

● 訂正部分： A1/1便/変更後時刻
● 訂正内容： 誤「6:25」 → 正「6:10」

信号機サイクルを変更
大里字大城の交差点
�与那原警察署
�945-0110

�国保年金課　�917-5327 

利用券交付 はり・きゅう・
あん摩マッサージ・指圧 

4月より令和5年度のはり・きゅう・あん摩
マッサージ・指圧施術利用券の交付が始ま
ります。

● 国民健康保険加入者または後期高齢者医
療保険加入者

● 末梢神経疾患または運動器疾患等による
症状のある方

● 現在、医療機関等で治療中でない方
● 現在、保険対象の施術（はり・きゅう・あ
ん摩・マッサージ）を受けていない方

● 税の納め忘れがない方

対象者（下記の全てに当てはまる方）

● 施術を受ける方の健康保険証
申請に必要なもの

● 多くの対象者へ利用券を交付できるよう、交付申
請を上半期（4月～9月の申請）と下半期（10月以
降の申請）に分けて受付けし、交付枚数をそれ
ぞれ6枚といたします。

● 下半期の受付対象者
　 ・上半期で交付を受けた利用券を使い切った方
　 ・上半期で申請されていない方
　 ・下半期以降に加入した方
● 予定交付枚数に達し次第、上半期の途中でも交付
終了となり、同時に下半期受付も終了となりま
すのでご了承ください。

注意事項
掲載内容の訂正とお詫び

�税務課　�917-5328

固定資産税
第1期の納期について

障害児福祉手当（月額）
14,850円（令和4年度） → 15,220円（令和5年度）

下記②は青信号、③は赤点滅信号で
同時に進行となっておりました。

変更前

①～③すべての信号灯が青→黄→赤
と一巡するサイクルとなり、②と③は
異なるタイミングで進行となります。

変更後

特別障害者手当（月額）
27,300円（令和4年度） → 27,980円（令和5年度）

ローソン
南城大城店

1

2

3

1

86

86

進行のサイクル
1 2 3

本人と確認できる書類
（マイナンバーカード・運転免許証等）

申請に必要なもの

・都市計画施設の区域内の土地(200㎡以上)
・都市計画区域内の都市計画施設等の土地
  （200㎡以上）
・上記以外の都市計画区域内の土地
  (10,000㎡以上 )

対象区域（面積要件）

詳細はこちらへ

�お問合せ　�電話（市外局番 098）　�FAX　�メールアドレス　�ホームページお知らせ
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【広告】【広告】 【広告】

イエローハット
南風原店
　　　●

南風原北I.C.から
車で約3分。南風原町役場すぐそば。

◀那覇 ●

近代美術
本社ビル

　南風原中
●郵便局

●南風原
　小学校

南風原役場●

南風原北IC

与那原▶
兼城

★

330

さくがわ
司法書士事務所

道
車
動
自
港
空
覇
那

南城市知念字久原693番地 エスペランサ華満進1F

院 長　明 石　  学
消化器内視鏡専門医

消化器病専門医　認定産業医

シュガーホールから車で5分

■診療時間
午前9時～12時／午後2時～6時
休診日：木午後・土午後、日曜、祝日

胃カメラ
内科一般・予防接種（小児も可）

大腸カメラ

あかし内科クリニック

特定健診
長寿健診

海上保安庁からのお願い
海に行くときの約束
�中城海上保安部 交通課
�921-1623

海に行くときは、下記の確認をお願いします。

海で安全に遊ぶための知識は、「ウォーター
セーフティーガイド」で検索、もしくは下記
のQRコードへ。

※LINE予約は、LINEアプリの友だち追加より
　QRコードを読み取りください。

国保税・マイナンバーカード
時間外窓口（最終週の火曜）

Water Safety Guide（海上保安庁）

詳細はこちらへ

● 日時
● 対象

● 場所
● 定員
● 申込方法

● 持参物

4月25日（火）17:30～19:15
マイナンバーカード発行申請
希望者（有料再発行を除く）、
申請済みカード受取り希望者
南城市役所１階 市民課
予約した14家族 (1枠2家族 )
市民課にLINE予約・電話予約
（当日16:00まで）
下記左の QRコードよりご確認
ください。

マイナンバーカード申請 ・ 交付
�市民課　�917-5312

● 採択数：
● 補助額：
● 補助率：

1団体程度
上限50万円
10分の10以内の額
（自治会・区は10分の9以内の額）

自由提案型

● 普段目を向けない地域の魅力や課題を再確認できた。
● 地域の方と繋がりができた。
● 高校生の意見に明るい未来を感じ、積極的に参加
してすごい。

参加者からの意見

● 採択数：
● 補助額：
● 補助率：

2団体程度
上限50万円
10分の10以内の額
（自治会・区は10分の9以内の額）

テーマ設定型 
「知念地域のコミュニティ活性化に資する事業」

● 採択数：
● 補助額：
● 補助率：

2団体程度
上限25万円
10分の10以内の額

こども提案型

● 4月25日（火）17:15～20:00
● 5月30日（火）17:15～20:00

国保税の納税相談 ・ 短期証の切替のみ
�国保年金課 　�917-5327

�都市計画課　�917-5350

南城市都市計画
マスタープラン改定のための
地域別ワークショップを開催 �まちづくり推進課

�917-5394

市民活動を支援！
上がり太陽プラン事業 募集

ゴールデンウィーク中の
電子証明書業務停止について
�市民課　�917-5312

● 募集期間：
● 募集要項：

4月3日（月）～4月24日（月）
まちづくり推進課で配布、および
市ホームページにも掲載中です。

地域課題を解決し、地域の活力を生み出そ
うとする事業を提案した市民活動団体に事
業実施にかかる経費の一部または全部を助
成金として交付します。

1月28日（土）に、南城市役所大会議室にて南
城市都市計画マスタープラン改定のための地
域別ワークショップを開催しました。地域の
実情を把握している市民や高校生など25名が
参加しました。（詳細は下記QRコード）

①連絡手段の確保 ②天気の確認

● 市民課窓口でのマイナンバーカードの電子証
明書に関する業務が、システム更改作業のた
め停止します。

● マイナンバーカードを所持されている方の転
入・転出にも影響しますので、停止期間を避
けての手続きをご検討ください。

停止期間 5月1日（月）～5月2日（火）

対象 電子証明書の新規発行等を希望される
場合など。

持参物確認 LINE予約
● 各地域で共通する課題
・街灯、歩道整備、信号機設置などの道路整
備が不十分。

・買い物、通院、公共施設等へ行くための公
共交通の利便性。

グループワークで出た意見
● 各地域で共通する資源　
・緑が多く、自然豊かで景色が
美しい場所が多い。

・御嶽やグスク、伝統芸能等の
歴史・文化資源が多い。

・奥武島やニライ橋・カナイ橋、知
念岬公園など観光資源がある。

詳細は
こちら

�お問合せ　�電話（市外局番 098）　�FAX　�メールアドレス　�ホームページお知らせ
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�中城海上保安部 交通課
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海に行くときは、下記の確認をお願いします。
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マイナンバーカード発行申請
希望者（有料再発行を除く）、
申請済みカード受取り希望者
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● 市民課窓口でのマイナンバーカードの電子証
明書に関する業務が、システム更改作業のた
め停止します。

● マイナンバーカードを所持されている方の転
入・転出にも影響しますので、停止期間を避
けての手続きをご検討ください。

停止期間 5月1日（月）～5月2日（火）

対象 電子証明書の新規発行等を希望される
場合など。

持参物確認 LINE予約
● 各地域で共通する課題
・街灯、歩道整備、信号機設置などの道路整
備が不十分。

・買い物、通院、公共施設等へ行くための公
共交通の利便性。

グループワークで出た意見
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【広告】

昭和の日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

24 2723

3

29

16 1817 2019

26

22

2

28

4 6

12107 8 9 11

530

25

13

754 6 8

14129 10

3

11 13 15

24

15

21

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

国保税・マイナンバー
カード時間外窓口
P20

狂犬病予防集合注射
P14

狂犬病予防集合注射
P14

Nバス運賃支援
申込開始 P12

定例行政相談
P22

固定資産税納期限
P19

2歳児健康相談

7か月児健康相談

南城市一斉清明祭

10か月児健診
9:15～10:30

１歳６か月児健診
13:30～14:45

区長会

小中学校始業式
久高幼小中学校始業
（進級）式・入学（園）式

小中学校入学式
（久高小中を除く）

１歳６か月児健診
13:30～14:45

４か月児健診
9:15～10:30 
３歳児健診
13:30～14:45

４か月児健診
9:15～10:30 
３歳児健診
13:30～14:45

３歳児健診
13:30～14:45

ごみ収集休み

区長会
P21

上がり太陽プラン
事業募集開始
市営住宅申込受付・
資料配布開始
3月号P18

南部振興会
奨学金（貸与）
申請期限
3月号P7

南城市給付型奨学金
申請期限 1月号P6

南城市育英会奨学金
（貸与）申請期限
2月号P7

4月・5月
2023年 ● 行事予定は変更となる場合があります。

     最新情報は市公式サイト「市民カレンダー」でご確認いただけます。
　  � https://www.city.nanjo.okinawa.jp/calendar/

相談

● 登録がまだの方は、南城市公式LINEのQRコードを読み取っ
て「友だち登録」をお願いします。

● 友だち登録後に受信設定アンケートが開始されます。アン
ケートに回答することで、自分に合った情報のみが届くよ
うになります。

● アンケートに回答しないと、防災・広報誌・緊急情報以外
の情報が届きませんので、必ず回答をお願いします。

�DX推進課　�917-5337

● 相談内容

● 日時

● 場所

行政の仕事に関する苦情や制度・運営について
の意見・要望など
4月20日（木）14:00～16:00
（6・10・12月を除く第三木曜日）
南城市役所 2階 相談室201

�生活環境課　�917-5318

定例行政相談
（予約不要）

沖縄行政評価事務所の相談窓口「きくみみ沖縄」ではお電話で
の相談も受付けています。　�0570-090-110

きくみみ沖縄

市民により分かりやすく、さらに便利に利用し
てもらうために、４月３日より南城市公式LINE
をリニューアルします。受信者側が選択した情
報のみを受け取ることができるセグメント配信
など、新たなサービスを開始します。

南城市公式LINEリニューアル
友だち登録・受信設定をお願いします

南城市公式LINE

事件 戸締りと貴重品管理の徹底をお願いします。
事故 安全運転の徹底をお願いします。

事件
● 窃盗：5件

事故
● 物件事故：77件
● 人身事故：   1件

2 月の事件・事故（南城市内） �与那原警察署　�945-0110  

ひとりで
悩まず、
お気軽に。

5月 《予約開始  4月18日（火）》
日時：  5月 18日（木）14:00～17:00
場所：市役所3階 共用会議室 311・312

4月 《予約開始  3月13日（月）》
日時：  4月 13日（木）14:00～17:00
場所：市役所3階 共用会議室 311・312

�総務課　�917-5378  
無料法律・税務登記相談（要予約）

�生活環境課　�917-5318  
日時：毎週火曜 10:00～16:00
場所：市役所1階 相談室 111

消費生活相談

�市社会福祉協議会　�880-0576  
日時：月・火・木・金　11:00～15:00
場所：地域活動支援センター 野の花

こころとからだの健康相談

�就職・生活支援パーソナルサポートセンター
�917-5334　  �917-5427
� syakai@city.nanjo.okinawa.jp
　日時：月～金　9:00～16:00
場所：市役所1階 （社会福祉課内）

就職や生活に困っている（要予約）

� 雇用創出サポートセンター
�917-5541（FAX 兼）
� koyosapo.city.nanjo.okinawa.jp
　日時：月～金　9:00～16:00
場所：市役所2階 
　　　  （なんじょう市民活動支援センター内）

求職（職業紹介）・求人

●昼休み（12:00～13:00）・祝日・年末年始
はお休みとなります。
●新型コロナウイルス感染症拡大の状況
により予定を変更する場合があります。

� 西地区 地域型センター 東雲の丘
�987-6669（平日）
�946-2051（夜間・休日）
� 東地区 地域型センター しらゆり
�988-0638（平日・夜間・休日）

営業時間：平日　8:30～17:30
　　　　  （夜間休日対応可）

地域包括支援センター
高齢者に関する総合相談窓口

暮らしの情報 行事予定カレンダー
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テレビ
地デジ

QABを選局
dボタンを押す
「市町村からのお知らせ」

5

d
南城市の
最新情報

令和４年度「税に関する絵はがき
コンクール」に多くの市内小学生
が入賞しました。このコンクール
は、子どもたちに税の役割や仕組
み、正しい知識を知ってほしいと
いう思いから、公益社団法人那覇
法人会が主催しています。また、
南城市や税務署、法人会では児童
を対象とした「租税教室」を開催し
納税者の権利や義務について理解
を深める活動も行っています。応
募総数855作品の中からの入賞で
す！おめでとうございます。

�税務課 �917-5328税に関する
絵はがきコンクール

運天美宇さん（玉城小）入選入選 入選入選 入選入選

入選入選 入選入選

入選入選

海保紋朱さん（玉城小） 伊波真凛さん（大里南小） 城間梨愛さん（大里南小）入選入選

野原華乃さん（馬天小）

入選入選 新垣揮愛さん（大里南小） 知念月愛さん（大里南小） 嶺井樹さん（大里南小）

仲村文月さん
（大里南小）

那覇
税務署長
賞

那覇
税務署長
賞

玉城輝一郎さん
（大里南小）

女性部
会長賞
女性部
会長賞
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